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また，「立法例」という際には，モデル法を含むものとする。 

 



 

第１ 消費貸借 

１ 総論 

消費貸借に関しては，これを要物契約として規定することの当否を始めとして，

後記２から６までに取り上げた問題点が指摘されているが，このほか，消費貸借

の規定を見直すに当たって，どのような点に留意する必要があるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （消費貸借） 

民法第５８７条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもっ

て返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、

その効力を生ずる。 

○ （準消費貸借） 

民法第５８８条 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者が

ある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、

消費貸借は、これによって成立したものとみなす。 

○ （消費貸借の予約と破産手続の開始） 

民法第５８９条 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定

を受けたときは、その効力を失う。 

○ （貸主の担保責任） 

民法第５９０条 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、

貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合において

は、損害賠償の請求を妨げない。 

２ 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することが

できる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったと

きは、前項の規定を準用する。 

○ （返還の時期） 

民法第５９１条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間

を定めて返還の催告をすることができる。 

２ 借主は、いつでも返還をすることができる。 

○ （価額の償還） 

民法第５９２条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をも

って返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還し

なければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでな

い。 

 

２ 消費貸借の成立―要物性の見直し 

消費貸借は，金銭その他の物の交付があって初めて成立する要物契約とされて

いる（民法第５８７条）。 

ところが，実務では，金銭が交付される前に公正証書（執行証書）の作成や抵
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当権の設定がしばしば行われていることから，消費貸借を要物契約として規定し

ていると，このような公正証書や抵当権の効力について疑義が生じかねないとい

う問題点が指摘されている。 

そこで，消費貸借について，これを諾成契約として規定する方向で見直すべき

であるとの考え方が提示されているが，どのように考えるか。 

また，消費貸借を諾成契約とする場合であっても，無利息消費貸借については，

合意のみで貸す債務が発生するとするのは適当ではないとして，書面による諾成

的消費貸借と要物契約としての消費貸借とを並存させるという考え方や，書面に

よるものを除き目的物の交付前における解除権を認めるべきであるという考え

方が提示されているが，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （消費貸借） 

民法第５８７条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもっ

て返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、

その効力を生ずる。 

○ （消費貸借の予約と破産手続の開始） 

民法第５８９条 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定

を受けたときは、その効力を失う。 

 

（補足説明） 

１ 要物契約 

消費貸借は，借主が貸主から金銭その他の物を受け取ることによって初めて成立す

る要物契約とされている（民法第５８７条）。目的物の交付があって初めて契約が成

立することから，借主の「貸す債務」を観念することはできず，したがって，消費貸

借は，貸主の「返す債務」のみから成る片務契約である。 

  消費貸借を要物契約とするのは，ローマ法以来の沿革に由来する。もっとも，ロー

マ法は，消費貸借の予約の効力を否定して，消費貸借の要物性を徹底していたのに対

し，民法は，消費貸借の予約が有効であることを前提とした規定を置いて（同法第５

８９条），目的物の交付に先行する合意にも一定の法的拘束力を認めている。 

２ 諾成的消費貸借をめぐる議論 

 (1) 消費貸借を要物契約としていることに対しては，古くから実務上の問題点が指摘

されていた。すなわち，実務においては，金銭消費貸借に伴って公正証書（執行証

書）が作成される場合には，公正証書が作成された後に金銭が交付されることが多

く，また，金融機関からの融資に当たって抵当権が設定される場合には，金銭が交

付される前に抵当権が設定されることが多いとされているところ，このような公正

証書や抵当権に対しては，要物契約である消費貸借が成立する前に作成ないし設定

されたものであることから，その効力について疑義が生じ得るとの指摘である。 

これについて，従来の判例は，公正証書に関しては，公正証書に示された請求権
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と消費貸借契約上の請求権との同一性が認識できれば，公正証書が作成されるまで

に消費貸借契約が成立していなかったとしても，公正証書の執行力は肯定できると

し（大判昭和８年３月６日民集１２巻３２５頁，大判昭和１１年６月１６日民集１

５巻１１２５頁），また，抵当権に関しては，抵当権の附従性を緩和し，将来債権

を被担保債権とする抵当権の設定も有効であるとして（大判明治３８年１２月６日

民録１１輯１６５３頁），消費貸借が要物契約であるという建前を保持したまま，

実務的に妥当な結論を導くことを図ってきた。 

(2) これに対し，学説では，消費貸借の要物性は歴史的沿革によるものであって合理

的理由を見出せないこと，消費貸借の予約を認める点で民法における消費貸借の要

物性は既に破られていることなどを根拠に，無名契約としての諾成的消費貸借を肯

定することによって解決を図るべきであるとする見解が通説的地位を占めるように

なった。諾成的消費貸借とは，貸主が借主に対して金銭その他の物を貸すことを約

束し，借主がこれと種類，品等及び数量の同じ物をもって返還することを約束する

ことによって成立する契約であり，要物契約としての消費貸借とは異なり，貸主は

「貸す債務」を負担することになる。 

現在では，判例も，諾成的消費貸借の有効性を肯定している（最判昭和４８年３

月１６日金法６８３号２５頁が諾成的消費貸借の有効性を認めた最初の最高裁判例

とされている。）。また，例えば，特定融資枠契約に関する法律第２条が規定する

融資枠契約については，その法的性質は消費貸借の一方の予約であり，予約完結権

が行使された時に成立する本契約は諾成的消費貸借であると説明されるなど，法律

の規定の中にも，諾成的消費貸借の有効性を前提とするものが現れている。 

(3) 要物契約としての消費貸借と無名契約としての諾成的消費貸借を並存させている

現在の判例・通説に対しては，目的物の引渡しがあるまでは契約を成立させないと

する現行民法の価値判断の当否が問われているのであるから，諾成的消費貸借を認

めておきながら，要物契約としての消費貸借を否定しないのは，原理的に一貫しな

いとの批判がある。 

他方，学説には，ローマ法において要物契約とされていたのは本来的には無利息

消費貸借であったこと，諾成契約の拘束力の根拠は本来的には有償性に求められて

きたことなどを根拠に，解釈論として，要物性の肯否について無償契約である無利

息消費貸借と有償契約である利息付消費貸借とを区別して論じようとするものもあ

る。無利息消費貸借については，民法第５８７条によって要物契約とされ，その予

約の効力も認められないが，利息付消費貸借については，同法第５８９条によって

諾成的消費貸借が認められるとする見解などがその例である。 

  このような見解に対しては，消費貸借の予約についての民法第５８９条が，少な

くともその文言上は，無利息消費貸借と利息付消費貸借とを区別していないことと

の整合性に疑問が示されている。 

３ 立法提案 

(1) 以上の状況を踏まえ，消費貸借について，これを諾成契約として規定する方向で

見直すべきであるとの考え方が提示されている（参考資料１［検討委員会試案］・

 3



 

３３９頁，参考資料２［研究会試案］・２２０頁）。 

消費貸借を諾成契約として規定する場合には，無利息消費貸借と利息付消費貸借

とを区別して取り扱うべきか否かが問題となる。というのも，前記のとおり諾成契

約の拘束力（貸主が「貸す債務」を負担すること）の根拠は本来的には有償性に求

められてきたものであるし，また，しばしば情義を基礎としてされる無償契約につ

いては，合意のみによって契約の拘束力を正当化できるかどうかに疑問が示されて

いるからである（部会資料１５－１「第６ 贈与」参照）。 

このような問題意識を踏まえ，参考資料１［検討委員会試案］では，利息の有無

を問わずに消費貸借を諾成契約として規定した上で，書面によらない無利息消費貸

借については，目的物の交付前における解除権を各当事者に認めることで，合意の

拘束力を緩和することが提案されている（後記（関連論点）１参照）。また，参考

資料２［研究会試案］では，利息付消費貸借を諾成契約として規定する一方で，無

利息消費貸借については，書面による諾成的消費貸借と要物契約としての消費貸借

とを並存させることが提案されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

(2) ところで，消費貸借を諾成契約として規定することに対しては，交付されていな

い目的物について借主に返還債務を生じさせることになるとの指摘がある。しかし，

消費貸借を諾成契約としたからといって，貸主の「貸す債務」と借主の「返す債務」

とを双務契約における対価的関係にある債務として構成することは必然ではなく，

消費貸借を諾成契約として規定する現在のドイツ民法においても，これらの債務が

双務契約における対価的関係にある債務となるとする見解は見当たらないと指摘さ

れている。その上で，例えば，借主は目的物の交付を停止条件として「返す債務」

を負うと構成すること（消費貸借を諾成契約として規定するスイス債務法における

解釈）などにより，妥当な結論を得ることができると指摘されている。 

  このほか，消費貸借を諾成契約として規定することに対する批判には，貸主の「貸

す債務」が債権譲渡や差押えの対象となることにより，借主の資金の利用目的や返

済計画を吟味して貸付を実行する金融機関にとっては，安心して貸付の合意をする

ことができなくなり，ひいては中小零細企業に対する融資が敬遠されることになる

のではないか，などといったものがある。 

４ 比較法 

ドイツ民法では，従前，消費貸借が要物契約であることを前提とする規定（ドイツ

民法旧第６０７条第１項）が置かれていたものの，消費貸借が諾成契約であることを

前提とする法実務が発展したことを背景に，学説において消費貸借の法的性質をめぐ

って要物契約か諾成契約かの対立が続いていたが，２００１年に制定された債務法の

現代化に関する法律により，これが諾成契約であることが明示された（ドイツ民法現

第４８８条第１項，現第６０７条第１項）。 

スイス債務法では，消費貸借は諾成契約として規定されている（スイス債務法第３

１２条）。 

他方，フランス民法，オランダ民法では，消費貸借は要物契約として規定されてい
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る（フランス民法第１８９２条，オランダ民法第７Ａ編１７９１条）。 

 

（関連論点） 

１ 目的物の交付前における消費者借主の解除権 

消費貸借を諾成契約として規定した上で，書面によらない無利息消費貸借について

は，貸主が目的物を借主に交付するまでは，各当事者が消費貸借を解除することがで

きるとする立法提案（参考資料１［検討委員会試案］・３４０頁）では，さらに，貸

主が事業者であり借主が消費者である場合には，利息の有無や書面の有無を問わず，

貸主が目的物を借主に交付するまでは，借主は消費貸借を解除することができるとす

る考え方も提示されている。この考え方によれば，事業者である貸主と消費者である

借主との間で返還時期の定めのある利息付金銭消費貸借が締結された場合に，契約成

立後に金銭を必要としなくなった借主は，この解除権を行使することにより，利息の

支払の負担から解放されることになる。 

他方，この考え方に対しては，借主が中小零細事業者である場合にも，解除権の行

使による利息の支払の負担からの解放を認める必要性があるとして，貸主が事業者で

あれば，借主が消費者でなくても，利息の有無や書面の有無を問わず，貸主が目的物

を借主に交付するまでは，借主は消費貸借を解除することができるとすべきであると

の意見も提示されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

なお，「事業者」，「消費者」等の文言を用いて規定の適用範囲を画することの当否

については，個別的課題の検討が一巡した後に，改めて全体を振り返りながら行うこ

とを予定している。 

 

２ 目的物の引渡前の当事者の一方についての破産手続の開始 

民法第５８９条は，「消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決

定を受けたときは、その効力を失う。」と規定している。借主が破産手続開始の決定を

受けた場合については，予約当事者間における信用供与の前提が崩れることを根拠と

するものとされている。また，貸主が破産手続開始の決定を受けた場合については，

借主が破産債権者として配当しか受けられなくなる一方，借主に対する返還請求権が

破産財団を構成することになるが，そのような煩雑な処理は消費貸借の予約の趣旨や

目的に合致しないことを根拠とするものとされている。 

以上のような同条の趣旨は，諾成的消費貸借における目的物が交付される前の当事

者間にも妥当することから，消費貸借を諾成契約として規定する場合には，その旨を

明文化すべきであるとの考え方が提示されている（参考資料１［検討委員会試案］・３

４２頁，参考資料２［研究会試案］・２２０頁）。 

このような考え方について，どのように考えるか。 

 

３ 消費貸借の予約 

民法第５８９条は，当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときの規律として，
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消費貸借の予約について規定しているところ，消費貸借を諾成契約として規定する場

合に，消費貸借の予約の規定がなお必要かどうかについては，議論がある。 

消費貸借の予約は，当事者間に本契約である消費貸借を締結する債務を生じさせる

契約であるなどと説明される。消費貸借の予約に基づいて本契約である消費貸借を締

結するには，目的物の交付が必要であり，単に予約完結権が行使されただけでは消費

貸借は成立しないものの，貸主となるべき者に貸す債務が発生すると解されており，

この状態をもって諾成的消費貸借の成立とみる見解もある。消費貸借の予約と諾成的

消費貸借との異同は必ずしも明確ではないとの指摘もあるが，いずれにせよ，諾成契

約としての消費貸借が認められるのであれば，消費貸借の予約の実質的な必要性は大

幅に失われることになると指摘されている。そこで，消費貸借の予約の規定は不要で

あるとする考え方があり得る。 

他方で，諾成的消費貸借と消費貸借の予約とでは法形式が異なり，現実にも消費貸

借の予約という形式が用いられる場面が多いことを指摘して，同法第５８９条と同趣

旨の消費貸借の予約の規定を維持すべきであるという考え方も提示されている。 

これらの考え方について，どのように考えるか。 

なお，ドイツ民法では，２００１年に制定された債務法の現代化に関する法律によ

り，消費貸借が諾成契約であることを明示する改正がされた際に，「消費貸借の約束」

に関する条文（ドイツ民法旧第６１０条）は削除されている。 

 

３ 利息に関する規律の明確化 

消費貸借における利息については，条文上，貸主の担保責任に関する規定（民

法第５９０条第１項）において言及されているにすぎないが，現実に用いられる

消費貸借のほとんどが利息付消費貸借であることを踏まえ，利息の発生をめぐる

法律関係を明確にするために，利息を支払うべき旨の合意がある場合に限って借

主は利息の支払義務を負うことを条文上も明らかにするべきであるとの考え方

が提示されている。 

このような考え方について，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （貸主の担保責任） 

民法第５９０条 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、

貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合において

は、損害賠償の請求を妨げない。 

２ 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することが

できる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったと

きは、前項の規定を準用する。 

 

（補足説明） 

民法では，無利息消費貸借が原則とされ，利息については，貸主の担保責任に関する
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規定（同法第５９０条第１項）において言及されているにすぎない。 

この点について，現実に用いられる消費貸借のほとんどが利息付消費貸借であるとさ

れていることから，利息の発生をめぐる法律関係を明確にするべきであるとの考え方が

提示されている。具体的には，「利息を支払うべきことについての合意がある場合には、

借主は、引渡しを受けた元本について、利息を支払わなければならない」ことを条文上

も明らかにするべきであるというのである（参考資料１［検討委員会試案］・３３９頁）。 

また，利息付消費貸借と無利息消費貸借とを分けて規定する考え方では，利息付き（有

償）の消費貸借に関して「有償消費貸借は、貸主が借主に利息その他の対価の定めとと

もに金銭その他の物を引き渡すことを約し、借主が種類、品質及び数量の同じ物を返還

し対価を支払うことを当事者双方が約することによって、その効力を生じる」と規定す

ることにより，利息に言及することが提案されている（参考資料２［研究会試案］・２２

０頁）。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

なお，立法例を見ると，債務法の現代化に関する法律による改正後のドイツ民法では，

「消費貸借契約により、貸主は、借主に対して、約定された金額を利用させる義務を負

う。借主は、約定利息を支払い、かつ、返還の時期において利用した貸金を返済する義

務を負う。」（ドイツ民法現第４８８条第１項）との規定が置かれている。 

 

４ 目的物に瑕疵があった場合の貸主の担保責任 

消費貸借の目的物に瑕疵があった場合の貸主の担保責任について規定する民

法第５９０条に関し，売買における売主の担保責任及び贈与における贈与者の担

保責任の規律が見直されるのであれば，利息付消費貸借における貸主の担保責任

の規律は売買における売主の担保責任の規律に対応するものに，無利息消費貸借

における貸主の担保責任の規律は贈与における贈与者の担保責任の規律に対応

するものに，それぞれ改めるべきであるとの考え方が提示されている。 

売買における売主の担保責任の規律及び贈与における贈与者の担保責任の規

律の見直しの方向性にもよるが，このような考え方について，どのように考える

か。 

 

（参照・現行条文） 

○ （貸主の担保責任） 

民法第５９０条 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、

貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合において

は、損害賠償の請求を妨げない。 

２ 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することが

できる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったと

きは、前項の規定を準用する。 

 

（補足説明） 
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１ 現状 

民法第５９０条は，消費貸借の目的物に隠れた瑕疵があった場合の貸主の担保責任

について，利息付消費貸借においては，貸主は瑕疵のない物に代える義務を負い，そ

れと並んで，損害賠償責任も負うことを（第１項），無利息消費貸借においては，瑕疵

を知りながら借主に告げなかったときにのみ同様の責任が生ずることを（第２項後段），

それぞれ規定している。 

この担保責任の法的性質については，要物契約である消費貸借においては貸主の目

的物引渡義務が発生しないという理解を前提に，借主を特に保護するための法定責任

であるという見解がある一方で，消費貸借の貸主にも引渡義務を観念することができ

るが，消費貸借の成立と同時にその履行を終了しているという理解を前提に，貸主の

債務不履行責任の一種であるとする見解もある。 

２ 立法提案 

消費貸借は，貸主から借主へと目的物が移転する点で，売買や贈与と共通する面が

ある。このことに着目し，消費貸借の目的物に瑕疵があった場合の貸主の担保責任に

ついては，売買における売主の担保責任の規律及び贈与における贈与者の担保責任の

規律と整合的であることが求められるとする指摘がある。一方，売買における売主の

担保責任の規律及び贈与における贈与者の担保責任の規律については，それぞれ見直

しが検討されているところである（部会資料１５－１「第２ 売買―売買の効力（担

保責任）」，「第６ ４ 贈与者の担保責任（民法第５５１条第１項）」参照）。そこで，

このような見直しを踏まえ，利息付消費貸借における貸主の担保責任の規律は売買に

おける売主の担保責任の規律に対応するものに，無利息消費貸借における貸主の担保

責任の規律は贈与における贈与者の担保責任の規律に対応するものに，それぞれ改め

るべきであるとの考え方が提示されている（参考資料１［検討委員会試案］・３４２頁）。 

  具体的な見直しの方向性は，売買における売主の担保責任の規律及び贈与における

贈与者の担保責任の規律の見直しの方向性に依存することになるが，このような考え

方について，どのように考えるか。 

 

（関連論点） 目的物に瑕疵があった場合の借主の返還義務 

借主の返還義務について，民法第５９０条第２項前段は，「無利息の消費貸借におい

ては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。」と規定する。 

この規定については，文言上は，その適用対象は無利息消費貸借に限定されているが，

学説では，貸主の担保責任を追及しない場合における利息付消費貸借についても無利息

消費貸借と区別しなければならない理由はないとして，この場合の利息付消費貸借にも

適用されるとする見解が通説とされている。 

そこで，この規定を利息の有無を問わないものに改めるべきであるとする考え方が提

示されているが（参考資料１［検討委員会試案］・３４３頁），これについて，どのよう

に考えるか。 
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５ 消費貸借の終了 

民法第５９１条第２項は，消費貸借において，借主はいつでも返還をすること

ができると規定しているが，他方で，同法第１３６条第２項が，期限の利益を放

棄することによって相手方の利益を害することはできないとも規定しているこ

とから，返還時期が定められている利息付消費貸借における期限前弁済の可否や，

期限前弁済が許されるとした場合に貸主に生ずる損害（約定の返還時期までの利

息相当額）を賠償する義務の有無が，条文上は必ずしも明らかではないとの指摘

がある。 

そこで，返還時期の定めのある利息付消費貸借においても期限前弁済をするこ

とができ，その場合には，借主は貸主に生ずる損害を賠償しなければならないこ

とを条文上も明らかにすべきであるとの考え方が提示されているが，このような

考え方について，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （期限の利益及びその放棄） 

民法第１３６条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。 

２ 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を

害することはできない。 

○ （返還の時期） 

民法第５９１条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間

を定めて返還の催告をすることができる。 

２ 借主は、いつでも返還をすることができる。 

 

（補足説明） 

１ 問題の所在 

  民法第５９１条第２項は，消費貸借において，借主はいつでも返還をすることがで

きると規定する。 

  他方で，同法第１３６条第２項ただし書が，期限の利益を放棄することによって相

手方の利益を害することはできないとも規定していることから，返還時期が定められ

ている利息付消費貸借において，借主が期限の利益を放棄して期限前弁済をすること

が許されるか否かや，期限前弁済が許されるとした場合に貸主に生ずる損害（約定の

返還時期までの利息相当額）を賠償する義務を負うのか否かが，条文上は必ずしも明

らかではないと指摘されている。 

２ 利息付消費貸借における期限前弁済をめぐる議論 

  学説には，返還時期が定められている利息付消費貸借においては，貸主の利益（約

定の返還時期までの利息の支払を受ける利益）を保護する観点から，期限前弁済が許

されないとする見解もあるが，約定の返還時期までの利息相当額を支払えば期限前弁

済も許されるとする見解が通説とされている。 

  なお，定期預金債権（利息付消費寄託）に関する判例（大判昭和９年９月１５日民
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集１３巻１８３９頁）は，「定期預金ノ返還期カ当事者双方ノ利益ノ為ニ定メラレタル

モノナル場合ニアリテモ債務者タル預リ主ハ其ノ返還期迄ノ約定利息ヲ支払フ等債権

者タル預金者カ返還期ノ未到来ニ依リテ享クヘキ利益ノ喪失ヲ填補スルニ於テハ其ノ

返還期ニ付自己ノ有スル利益ヲ一方的ニ抛棄スルコトヲ得ルモノト謂ハサルヘカラ

ス」と判示して，満期日までの利息を支払えば期限前に弁済できるとしている。 

３ 立法提案 

  以上の状況を踏まえ，返還時期のある利息付消費貸借においても期限前弁済をする

ことができ，その場合には，借主は貸主に生ずる損害を賠償しなければならないこと

を条文上も明らかにすべきであるとの考え方が提示されている（参考資料１［検討委

員会試案］・３４５頁，参考資料２［研究会試案］・２２１頁）。 

  このような考え方について，どのように考えるか。 

 

（関連論点） 事業者が消費者に融資をした場合の特則 

立法提案には，返還時期が定められている利息付消費貸借であっても，貸主が事業者

であり，借主が消費者である場合には，借主は貸主に生ずる損害を賠償することなく期

限前弁済をすることが許されるとの特則を設けるべきであるとするものもある（参考資

料１［検討委員会試案］・３４５頁）。 

判例（最判平成１５年７月１８日民集５７巻７号８９５頁）は，借入金債務について

生じた過払金が利息制限法所定の制限利率を超える利息の定めのある他の借入金債務

に充当される場合に貸主が充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得

することができるか否かが問題となった事案において，「〈利息制限〉法１条１項及び２

条の規定は，金銭消費貸借上の貸主には，借主が実際に利用することが可能な貸付額と

その利用期間とを基礎とする法所定の制限内の利息の取得のみを認め，上記各規定が適

用される限りにおいては，民法１３６条２項ただし書の規定の適用を排除する趣旨と解

すべきであるから，過払金が充当される他の借入金債務についての貸主の期限の利益は

保護されるものではなく，充当されるべき元本に対する期限までの利息の発生を認める

ことはできないというべきである。」と判示しているが，この判例法理を過払金の充当

の事案を超えて一般化すること（一般的に借入金の期限前弁済に際して貸主が約定の期

限までの利息を取得することは許されないといえるかどうか）については，疑問も示さ

れている。 

以上を踏まえ，上記の考え方について，どのように考えるか。 

 

６ 抗弁の接続 

消費貸借の規定の見直しに関連して，消費者が物品若しくは権利を購入する契

約又は有償で役務の提供を受ける契約を締結する際に，これらの供給者とは異な

る事業者との間で消費貸借契約を締結して信用供与を受けた場合に，一定の要件

の下で，借主である消費者が供給者に対して生じている事由をもって貸主である

事業者に対抗することができる（抗弁の接続）との規定を新設するべきであると

の考え方が示されている。 
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このような考え方について，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （定義） 

割賦販売法第２条 （略） 

２ この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。 

一 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し

若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は

提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、二月以上の期間

にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購

入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証（業として保証を行う者に当該債

務の保証を委託することを含む。）をして、指定商品若しくは指定権利を販売し、

又は指定役務を提供すること。 

二 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し

若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は

提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定め

られた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方

法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者

の債務の保証（業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含

む。）をして、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに

指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。 

３ この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。 

一 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から

商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供

を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号（以下こ

の項及び次項、第三十条から第三十条の二の三まで、第三十四条並びに第三十

五条の十六において「カード等」という。）をこれにより商品若しくは権利を購

入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者（以下この項、第三十条

から第三十条の二の三まで、第三十条の五の二、第三十条の五の三、第三十条

の六において準用する第四条の二、第三十三条の二（第三十三条の三第二項に

おいて準用する場合を含む。）、第三十四条の二、第三十五条の三の四十三、第

三十五条の三の四十六、第三十五条の三の五十七、第三十五条の三の五十九、

第三十五条の十六、第四十一条及び第四十一条の二において「利用者」という。）

に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、

又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定

の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務

提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する

額の交付（当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業

者又は当該役務提供事業者への交付を含む。）をするとともに、当該利用者から
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当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領す

ること（当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締

結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から

二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領すること

を除く。）。 

二 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し

若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利

を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販

売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役

務の対価に相当する額の交付（当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者

を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。）をするととも

に、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権

利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法

により算定して得た金額を受領すること。 

４ この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することな

く、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役

務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商

品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金

額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付（当該販売業者又は当該役務

提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含

む。）をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ

定められた時期までに当該金額を受領すること（当該購入者又は当該役務の提供

を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、

又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超

えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。）を

いう。 

５～６ （略） 

○ （準用規定） 

割賦販売法第２９条の４ （略） 

２ 第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売に係る

分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて

ローン提供業者（同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入

者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行

う者をいう。）に対抗する場合に準用する。この場合において、第三十条の四第一

項中「商品」とあるのは「指定商品」と、「役務に」とあるのは「指定役務に」と、

「第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは「第二十九条の三第一項

第二号の分割返済金」と、「当該役務」とあるのは「当該指定役務」と、同条第四

項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。 

３ 第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁
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済金の返済について準用する。この場合において、第三十条の五第一項中「前条」

とあるのは、「第二十九条の四第二項において準用する前条」とするほか、必要

な技術的読替えは、政令で定める。 

○ （包括信用購入あつせん業者に対する抗弁）  

割賦販売法第３０の４ 購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号

に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品

若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払

分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそ

れを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれ

を提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由を

もつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができ

る。 

２ 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なも

のは、無効とする。 

３ 第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗

を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載

した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければなら

ない。 

４ 前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない

支払総額に係るものについては、適用しない。 

○ 割賦販売法第３０条の５ 第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに

係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次

の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係

る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、

同条第一項中「第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは「第三十条

の二の三第三項第二号の弁済金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「弁済

金」と、「支払総額」とあるのは「第三十条の二の三第二項第一号の現金販売価格

又は現金提供価格」と読み替えるものとする。 

一 遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該包括信用購入あつせん

の手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。 

二 前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。 

三 第一号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当

する。 

四 遅延損害金及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務については、その

包括信用購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当

の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次

に充当する。 

２ 前項に定めるもののほか、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせ

んに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について
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必要な事項は、政令で定める。 

○ （個別信用購入あつせん業者に対する抗弁）  

割賦販売法第３５条の３の１９ 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購

入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三

十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個

別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者

に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん

業者に対抗することができる。 

２ 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なも

のは、無効とする。 

３ 第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗

を受けた個別信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載

した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければなら

ない。 

４ 前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない

支払総額に係るものについては、適用しない。 

 

（補足説明） 

１ 抗弁の接続 

  消費貸借は，消費者に信用を与える手段（消費者信用）としても実務上重要な意義

を有している。 

消費者信用には，単に消費者を借主として消費貸借契約が締結される場合（消費者

金融）のほかに，消費者が物品若しくは権利を購入する契約又は有償で役務の提供を

受ける契約を締結する際に，その代金の支払について事業者が信用を供与する（与信

の態様は消費貸借契約の締結に限られない。）場合（販売信用）がある。そして，販売

信用には，物品等の供給者自身が信用を供与する類型のみならず，供給者とは異なる

事業者が信用を供与する類型（第三者与信型）がある。 

  第三者与信型の販売信用においては，消費者は，物品等の引渡し等と代金相当額の

決済とで相手方が異なることから，供給者との間の契約において意思表示の瑕疵があ

ったり，供給者に債務不履行があったりした場合であっても，信用を供与した事業者

からの支払請求を当然には拒むことができない。このため，消費者保護の観点から，

借主である消費者が供給者に対して生じている事由をもって信用を供与した事業者に

対抗すること（抗弁の接続）を認める必要性が指摘されてきた。 

２ 割賦販売法 

  現行法においては，割賦販売法が，第三者与信型の販売信用のうちの一定の類型の

ものについて，抗弁の接続の規定を設けている。その概要は，以下のとおりである。 

 (1) 包括信用購入あっせん 

   包括信用購入あっせんとは，購入者等（購入者又は役務の提供を受ける者）が供

給者から物品等を購入するなどする際に，信販会社等のあっせん業者から発行され
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たクレジットカード等を提示するなどすることによって，あっせん業者にその代金

に相当する額を直接的又は間接的に供給者に支払ってもらい，その後，あっせん業

者に対してその額を２か月を超える期間にわたる支払を予定するなどして支払って

いくという取引形態である（割賦販売法第２条第３項第１号，第２号）。包括信用購

入あっせんにおいては，購入者等は，一定の適用除外事由がある場合を除き，供給

者に対して生じている事由をもって，あっせん業者に対抗することができるとされ

ている（同法第３０条の４，第３０条の５）。 

   包括信用購入あっせんにおける抗弁の接続の規定は，同法の昭和５９年改正によ

って新設されたものであるところ，判例（平成２年２月２０日集民１５９号１５１

頁）は，「改正後の割賦販売法三〇条の四第一項の規定は、法が、購入者保護の観点

から、購入者において売買契約上生じている事由をあっせん業者に対抗し得ること

を新たに認めたものにほかならない。したがって、右改正前においては、購入者と

販売業者との間の売買契約が販売業者の商品引渡債務の不履行を原因として合意解

除された場合であっても、購入者とあっせん業者との間の立替払契約において、か

かる場合には購入者が右業者の履行請求を拒み得る旨の特別の合意があるとき、又

はあっせん業者において販売業者の右不履行に至るべき事情を知り若しくは知り得

べきでありながら立替払を実行したなど右不履行の結果をあっせん業者に帰せしめ

るのを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り、購入者が右合意解除

をもってあっせん業者の履行請求を拒むことはできないものと解するのが相当であ

る。」と判示して，この規定が抗弁の接続という法理を創設したもの（創設的規定）

であると位置付けている。これに対し，学説には，この規定を当然の法理を確認し

たものにすぎないとして，この規定が適用されない事案についても抗弁の接続が認

められる可能性を積極的に広げようとする見解も存在する。 

 (2) 個別信用購入あっせん 

   個別信用購入あっせんとは，購入者等が供給者から物品等を購入するなどする際

に，信販会社等のあっせん業者から発行されたクレジットカード等を利用すること

なく，当該物品等の購入等に関して，あっせん業者にその代金に相当する額を直接

的又は間接的に供給者に支払ってもらい，その後，あっせん業者に対してその額を

２か月を超える期間にわたる支払を予定して支払っていくという取引形態である

（割賦販売法第２条第４項）。個別信用購入あっせんにおいては，購入者等は，一定

の適用除外事由がある場合を除き，供給者に対して生じている事由をもって，あっ

せん業者に対抗することができるとされている（同法第３５条の３の１９）。 

 (3) ローン提携販売 

   ローン提携販売とは，購入者等が供給者から物品等を購入するなどする際に，金

融機関から発行されたカード等を提示するなどすることによって，供給者又は供給

者から委託を受けた信用保証会社に保証人となってもらって金融機関からその代金

に相当する額の融資を受け，その後，金融機関に対してその額を２か月以上の期間

にわたり，かつ，３回以上に分割して支払っていくという取引形態である（割賦販

売法第２条第２項第１号，第２号）。なお，消費者が供給者から物品等を購入するな
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どする際に，金融機関から発行されたカード等を利用することなく，当該物品等の

購入等に関して，供給者又は供給者から委託を受けた信用保証会社に保証人となっ

てもらって金融機関からその代金に相当する額の融資を受け，これを供給者への支

払に充てるとともに，その後，金融機関に対してその額を一定の方法により支払っ

ていくという取引形態（個別方式のローン提携販売）については，前記(2)の個別信

用購入あっせんに該当するとされている。ローン提携販売においては，購入者等は，

一定の適用除外事由がある場合を除き，供給者に対して生じている事由をもって，

金融機関に対抗することができるとされている（同法第２９条の４第２項，第３０

条の４，第２９条の４第３項，第３０条の５）。 

   ローン提携販売における抗弁の接続の規定は，同法の平成１１年改正によって新

設されたものである。 

３ 下級審裁判例 

  前記２(1)のとおり，判例は，割賦販売法上の抗弁の接続に関する規定を創設的規定

と位置付けているが，他方で，同法の直接の適用がない第三者与信型の販売信用の事

案であっても，当該事案における個別事情を考慮して，信義則を根拠に抗弁の接続を

認める可能性は排除していないといわれている。 

  実際にも，同法の直接の適用がない第三者与信型の販売信用の事案において，信義

則を根拠に抗弁の接続を認めた下級審裁判例は少なくないことが指摘されている。そ

して，こうした下級審裁判例については，物品等の供給契約と与信契約との一体性や

供給者と信用を供与した事業者との一体性が考慮されて信義則に基づく抗弁の接続が

認められているとの分析が示されている。 

４ 立法提案 

  以上のとおり，割賦販売法によって抗弁の接続が認められているのは，第三者与信

型の販売信用のうちの一定の類型のものに限られている（翌月１回払いのような態様

の与信や少額の取引には抗弁の接続の規定の適用がないものがある。）ところ，下級審

裁判例の動向などを根拠に，抗弁の接続は今日では私法上の一般原則として理解すべ

きであるとして，抗弁の接続に関する一般的な規定を民法に置くことが提案されてい

る。具体的には，抗弁の接続の要件として，「消費者が，事業者（以下，「供給者」と

いう。）との間で，物品もしくは権利を購入する契約または有償で役務の提供を受ける

契約（以下，「供給契約」という。）を締結し，供給者とは異なる事業者たる第三者（貸

主）と消費貸借契約を締結する場合において，供給契約と消費貸借契約が［経済的に］

一体のものとしてなされ，かつ，あらかじめ供給者と貸主との間に，供給契約と消費

貸借契約を一体としてなすことについての合意が存在した場合には，購入者等は，供

給者に対して生じている事由をもって，貸主に対抗することができる」との規定を設

けるべきであるとの考え方が提示されている（参考資料１［検討委員会試案］・３４４

頁）。この考え方によれば，翌月１回払いのような態様の与信や少額の取引であっても，

抗弁の接続が認められ得ることになる。 

  この考え方は，まず，第三者与信型の取引態様のすべてを網羅する規定を設けるこ

とが困難であることなどから，与信の態様を消費貸借に限定し，さらに，抗弁の接続
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が消費者保護を目的とするものであることなどから，適用場面を借主が消費者であり，

供給者及び貸主が事業者である場合に限定しようとするものである。そして，下級審

裁判例において物品等の供給契約と与信契約との一体性や供給者と信用を供与した事

業者との一体性が考慮されて信義則に基づく抗弁の接続が認められていると分析され

ていることから，供給契約と消費貸借契約が［経済的に］一体のものとして行われ，

かつ，あらかじめ供給者と貸主との間に，供給契約と消費貸借契約を一体として行う

ことについての合意が存在した場合という形で，抗弁の接続が認められるための要件

の具体化・明確化を図ろうとするものとされている。 

  この考え方に対しては，与信の態様を消費貸借に限定するのではなく，第三者与信

型の取引に広く適用できるような規定を検討すべきであるとの意見や，あらかじめ供

給者と貸主との間に，供給契約と消費貸借契約を一体として行うことについての合意

が存在した場合という要件については，割賦販売法における抗弁の接続の規定でも要

求されていないものであり，消費者保護の観点から不要とすべきであるとの意見が示

されている。 

この点に関して，日本弁護士連合会「統一消費者信用法要綱案」（２００３年８月）

では，「販売信用（クレジット）取引規制」の一環として，「消費者は、販売信用取引

を利用した商品等購入取引において、販売業者等に対して生じている事由をもって信

用供与者に対抗することができる。」との規定を設けることが提案されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

５ 比較法 

ドイツでは，１８９４年に制定された割賦販売法においては，第三者与信型の取引

における消費者保護の規定は置かれていなかったが，その後，供給者と消費者との間

の売買と貸主と消費者との間の消費貸借とが経済的に一体と評価される場合に，信義

則を根拠に抗弁の接続を認める判例法理が形成され，１９９０年に制定された消費者

信用法において，この判例法理が明文化された。そして，２００１年に制定された債

務法の現代化に関する法律により，消費者信用法はドイツ民法に統合され，現在では，

ドイツ民法第３５８条，第３５９条が抗弁の接続について規定している。 

このほか，スイスでは連邦消費信用法に，フランスでは消費法典に，アメリカ合衆

国では消費者信用保護法，貸付真実法に関する規則，１９７４年統一消費者信用法典

に，それぞれ抗弁の接続に関する規定が置かれている。 

 

【参考１】 消費貸借に関する立法例 

Ⅰ ドイツ民法 

  ［訳注］ 

消費貸借契約について、ドイツ民法旧６０７条ないし６１０条が規定を置いていたが実

務的にはほとんど意味をもたず、１９９１年に制定された消費者信用法が重要な役割を果

たしていた。それが、２００１年の債務法現代化法による改正によって消費者信用法が民

法典に編入される際、「信用」概念は「金銭消費貸借契約」、「支払猶予」、「金融支援」

に分解され、「消費貸借契約」概念も新たに定義されている。すなわち、従来、消費貸借
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契約の法的性質をめぐっては、条文は要物・片務契約を前提としているが、これと乖離し

た法実務が発展してきたことから、長らく学説上の争いが続いてきたが、諾成・双務契約

で、原則として有償契約（利息を付す）とした。改正以前より諾成契約性を肯定する見解

が圧倒的通説であったこともあって、この改正は法実務に規定上の根拠を与えたものとさ

れている（後記補足説明１参照）。このほか同改正では、消費貸借契約は金銭消費貸借契

約（法文上は Darlehensvertrag：４８８条以下）と物品消費貸借契約（Sachdarlehensvertrag：

６０７条以下）とに分けて規定したうえで、旧消費者信用法の規定は金銭消費貸借契約の

サブカテゴリー（消費者消費貸借契約）に位置づけられている。 

 

（補足説明）  

１ 債務法現代化以前の法状況について 

債務法現代化法以前の法(以下「旧法」)状況下において、消費貸借契約が要物契約か

諾成契約かをめぐって論争があったとされており、立法資料上も、この問題に対して

明確なスタンスは示されていない（そもそもこの理論的な争いに実益はないとの理解

も確立していたところである）。立法者(債務法現代化法の)の整理によれば、旧法下で

は法律上の規定と(取引実務で用いられていたマスタ契約、約款などの)法実務との間に

乖離が生じていることから、現実の法状況に適合した新たな規定を置く必要性は極め

て高いとされている。 

立法者の旧法の理解は次の通りである。改正前の旧６０７条は消費貸借契約の基本

理念は依然として歴史的な消費貸借契約のイメージを出発点に据えており、債務者の

みが一方的な債務を負う契約としている。同条の解釈については、連邦通常裁判所も

従来から要物契約説をとる。これに対し、法実務で生じた個別具体的な問題を解決す

るに当たり、連邦通常裁判所は、問題の契約が諾成契約なのか要物契約なのかについ

ては判断を避けてきた。学説上圧倒的多数であった諾成契約説は法実務を反映しつつ

も旧６０７条以下の法文によってカバーされてはいなかった。 

Mülbert, Die Auswirkungen der Schuldrechtsmodernisierung im Recht des 

„bürgerlichen“ Darlehensvertrags, WM 2002, 465, 466f.; Lwowski/Wunderlich, in: 

Schimansky/Bunte/Lwowski (Hrs), Bankrechts-Handbuch, 3.Aufl., 2007, Bd. I, # 76 Rn.5f 

 

２ ドイツにおける消費貸借の諾成契約化による実務への影響 

債務法改正以前のドイツの民法典においては、消費貸借の成立要件については明示

的に規定されておらず、消費貸借における基本的な義務に関するドイツ民法旧６０７

条の解釈として、消費貸借は要物契約であるとする説と諾成契約であるとする説が対

立していたが、消費貸借は当事者の合意のみによって成立する諾成契約であると解す

るのが通説的見解であった。従って、改正後のドイツ民法４８８条では、消費貸借が

諾成契約であることが条文上明らかとされているが、これは改正前において既に通説

として妥当していた立場を確認したに過ぎない（この点につき、Mülbert, a.a.O., 467; Ott, 

Neues Werkvertrags- und Darlehensrecht, MDR 2002, 364 などを参照のこと）。 

民法４８８条における消費貸借の成立要件としての意思表示（の合致）については、
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比較的緩やかに解されており、当事者の行為態様のみからでも認定され得るものと考

えられている。例えば、ディスポジション信用（Dispositionskrediten; 交互計算信用）

や当座貸越（Überziehungskrediten）を利用する行為からでも、また顧客の振替口座に

貸越しが生じたこと自体からでも、消費貸借の意思表示が認められるとされている。

この場合、顧客による信用枠の利用は、各利用額についての消費貸借の締結に関する

金融機関による申込みに対する承諾の意思表示として扱われることになる（以上につ

き、Tonner/Willingmann/Tamm (Hrsg.), Vertragsrecht Kommentar, §488 (Krüger/Bütter), Rn. 

7 を参照）。 

 

＊ Darlehensvertrag は金銭消費貸借契約を意味するが、Gelddarlehensvertrag ということ

ばが用いられていないことに鑑みて、以下では、「消費貸借契約」、Darlehen を「貸

金」と訳した。 

 

  第１款 総則 

第４８８条 消費貸借契約における契約類型上の義務 

(1) 消費貸借契約により、貸主は、借主に対して、約定された金額を利用させる義務を負

う。借主は、約定利息を支払い、かつ、返還の時期において利用した貸金を返済する義

務を負う。 

(2) 約定利息は、他に特段の定めのない限り、１年を経過する毎に、また、貸金が１年を

経過する前に返済されるべきときは返済時に、それぞれ支払われるものとする。 

(3) 貸金の返済時期について定めがないときは、債権者または債務者の解約告知により返

済時期が到来する。解約告知期間は３ヶ月とする。利息の支払われるべきでないときは、

債務者は解約告知なしに返済することができる。 

  第４８９条 借主の通常解約告知権 

(1) 借主は、次に掲げる各号に該当するときは、固定された借方利率が合意された消費貸

借契約の全部または一部を解約告知することができる。 

１．返済のために定められた時期よりも先に固定利率期間が終了し、利率について新た

な合意がなされていない場合、１ヶ月の解約告知期間を設けて、早くとも固定利率期

間の終了する日が経過する時点以降に解約告知することができ、また、１年以内にお

ける一定の時期に利率の改定を約している場合、同様に、その都度、債務者は固定利

率期間が終了する日の経過する時点以降に解約告知することができる。 

２．いずれの場合においても、全額を受領して 10 年を経過した後、6ヶ月の解約告知期

間を設けることにより、解約告知することができる。貸金を受領した後、返済時期ま

たは利率について新たな合意がなされたときは、当該合意がなされた時点をもって支

払の時期に代える。 

(2) 借主は、変動利率での消費貸借契約を、３ヶ月の解約告知期間を設けることにより、

何時でも解約告知することができる。 

(3) 債務者が、解約告知の効果が発生してから２週間以内に返済すべき金額を返済しない

ときは、解約告知は効力を生じないものとみなす。 
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(4) 本条第１項および第２項に定める借主の解約告知権は、契約により排除され、または、

要件が加重され得ない。ただし、連邦、連邦の特別財産、州、市町村、市町村団体、ヨ

ーロッパ共同体または外国の地域団体に対する貸金については、この限りではない。 

(5) 借方利率は、固定または変動するものとして定期的に百分率で示され、当該年度に供

与されている貸金について適用される。借方利率は、全ての契約期間にわたり単一また

は複数の利率が合意され、それが固定された百分率で表示された数字として明示されて

いるときは固定利率とされる。全ての契約期間について固定利率が合意されていないと

きは、百分率で示された数字が固定されるとされている期間に限り、当該借方利率は固

定される。 

第４９０条 特別解約告知権 

(1) 借主または当該消費貸借のために担保を提供した第三者の財産状態が著しく悪化し、

または、悪化する恐れがあって、そのために貸金の返済が危殆化する場合、貸主は、貸

金の支払前に疑いがあるときは常時、支払後は原則として無催告で、消費貸借契約を解

約告知することができる。 

(2) 借主は、借方利率が固定されており、かつ、不動産担保権または船舶担保権により担

保されている場合において、正当な利益を有し、かつ、貸金の完全に受領してから６カ

月が経過しているときは、第４８８条第３項第２文の期間を定めて期限前に解約告知す

ることができる。借主が貸金の担保に供した物を別の用途に用いる必要がある場合、当

該利益が存するものと認められる。借主は、期限前に解約告知したことによって生じた

損害を借主に賠償しなければならない（期限前補償）。 

(3) 第３１３条および第３１４条の適用には影響を及ぼさない。 

 

物品消費貸借契約（Sachdarlehensvertrag） 

第６０７条 物品消費貸借契約における契約類型上の義務 

(1) 物品消費貸借契約により貸主は、借主に対して、合意された代替物を処分に委ねる義

務を負う。借主は、消費貸借の対価および期限の到来時に同種、同等および同量の物を

返還する義務を負う。 

(2) 本節の規定は金銭を処分に委ねることには適用しない。 

  第６０８条 解約告知 

(1) 処分を委ねられた物の返還時期が定められていないとき、返還期限は、貸主または借

主のいずれかが解約告知することにより到来する。 

(2) 期限を定めない物品消費貸借は、別段の定めがない限り、何時でも、貸主または借主

から、その全部または一部の解約告知をすることができる。 

  第６０９条 対価 

借主は、遅くとも、処分を委ねられた物品を返還するときには、対価を支払わねばなら

ない。 

 

旧規定 

旧第６０７条 消費貸借の本質 
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(1) 金銭その他の代替物を消費貸借として受領した者は、貸主に対して、受領した物と同

種、同質、同量の物を返還する義務を負う。 

  旧第６１０条 消費貸借の約束 

消費貸借の引渡しを約束した者は、疑わしいときは、相手方の財産状態に著しい悪化が

生じ、これにより返還請求が危ぶまれる場合、約束を撤回することができる。 

 

Ⅱ スイス債務法 

第３１２条 定義 

消費貸借契約により貸主は一定額の金銭その他の代替物の所有権を移転させる義務を負

い、これに対して借主は同一の種類の物を同一の量および品質の物を返還する義務を負う。 

  第３１３条 効果 

(1) 消費貸借に対しては、通常の取引においては合意がなされた場合に限り、利息を付す

ことを要する。 

(2) 商取引においては、合意がないときも利息を支払わねばならない。 

  第３１４条 利息規定 

(1) 契約において利率を定めていないときは、消費貸借を受領した時期および場所におい

て同種の消費貸借について通常とされる利息を付すものと推定される。 

(2) 別段の合意がないときには、約束された利息は年利として支払うべきものとする。 

(3) 利息を元本に組み入れたうえでこれに利息を付すべき旨の事前の合意がなされたとき

は、当該合意は無効とする。ただし、貯蓄金庫におけるように複利計算が通常とされる

交互計算その他の類似の取引形態における商人間の利息計算はこの限りではない。 

  第３１６条 借主の支払不能 

(1) 貸主は、借主が契約締結後に支払無能力（zahlungsunfähig）になったときは、消費貸

借の交付を拒絶することができる。 

(2) 前項の権限は、貸主の支払無能力が契約締結前から生じていたが、後から初めて知っ

た場合も貸主に認められる。 

  第３１７条 金銭に替わる物の引渡し 

(1) 借主が合意した金額の金銭に替えて有価証券または商品を受領したときは、その引渡

しの時期および場所における当該有価証券の相場または商品の市場価格を消費貸借金額

とみなす。 

(2) 前項に反する合意は無効とする。 

  第３１８条 返済時期 

消費貸借の返済について、一定の期限、解約告知期間、または任意の催告による満期到

来のいずれの合意もなされていないときは、最初の催告から６週間以内に返済すべきもの

とする。 

 

Ⅲ フランス民法 

第３編第１０章 貸借 

  第２節 消費貸借または単なる貸借 
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  第１款 消費貸借の性質 

第１８９２条 

    消費貸借は、当事者の一方から他方へ、同種および同質の物を同量返還することを負担

として、使用によって消費される物の一定量を引渡す契約である。 

第１８９３条 

    借主は、この貸借の効果によって、貸借物の所有者となる。滅失は、それがいかなる仕

方で生じるものであっても、借主の負担とする。 

  第１８９４条 

    同一の種類であっても、動物のように異なる物は、消費貸借として供与することはでき

ない。この場合には、使用貸借となる。 

  第１８９５条 

   ① 金銭の貸借から生じる義務はつねに、契約に挙示される額についてのみ存在する。 

   ② 弁済期前に貨幣〔価値〕の騰貴または下落があった場合にも、債務者は借り受けた額

を返還する義務を負い、かつ、弁済の時に通用する貨幣においてその金額を返還する義

務のみを負う。 

  第１８９６条 

    前条に定める規則は、貸借が地金について行われた場合には、適用されない。 

第１８９７条 

    借り受けた物が地金または商品である場合には、その価格の騰貴または下落がいかなる

ものであっても、債務者はつねに同量および同質の物を返還する義務を負い、かつ、それ

を返還する義務のみを負う。 

  第２款 貸主の義務 

第１８９８条 

    消費貸借においては、貸主は、使用貸借に関する１８９１条に定める責任について義務

を負う。 

   ※ 第１８９１条 

       貸借物が使用者に損害を生じさせることがあるような欠陥を有するときで、貸主

がその欠陥を知り、かつ、それを貸主に知らせなかった場合には、貸主は、責任を

負う。 

第１８９９条 

    貸主は、合意された期限前に、貸借物の返還を請求することができない。 

  第１９００条 

    返還について期限を定めなかった場合には、裁判官は、事情に従って、貸主に期限を付

与することができる。 

  第１９０１条 

    借主が支払うことができるとき、またはその手段を有するときに支払うことのみが合意

された場合にも、裁判官は、事情に従って借主に支払いの期限を定める。 

  第３款 借主の約務 

第１９０２条 
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    借主は、貸借物を同量および同質の物で、かつ、合意された期限に返還する義務を負う。 

  第１９０３条 

   ① 借主は、その義務を果たすことが不可能である場合には、合意に従って物を返還すべ

き時および場所を考慮して、その価額を支払う義務を負う。 

   ② この時および場所を定めなかった場合には、支払いは、借入を行った時および場所の

価格で行う。 

  第１９０４条 

    借主は、合意した期限に貸借物またはその価額を返還しない場合には、催告または裁判

上の請求の日からその利息を支払わなければならない。 

  第３節 利息つき貸借 

第１９０５条 

    あるいは金銭の、あるいは商品の、またはその他の動産の単なる貸借について、利息を

約定することができる。 

  第１９０６条 

    約定されなかった利息を支払った借主は、その返還を請求することも、それを元本に充

当することもできない。 

  第１９０７条 

   ① 利息は、法定または約定による。法定利息は、法律が定める。約定利息は、法律がそ

れを禁止しないすべての場合には、法定利息を超えることができる。 

   ② 約定利息の率は、書面で定めなければならない。 

  第１９０８条 

    利息の留保なしに与えられる元本の受領証書は、利息の支払いを推定させ、それについ

て免責をもたらす。 

 

Ⅳ オランダ民法 

第７Ａ編１７９１条 

    消費貸借は、当事者の一方が他方当事者に対し、後者が前者に対して同種同等のものを

返還することを条件として、使用によって費消される一定量の消費物を引き渡す契約であ

る。 

第７Ａ編１７９２条 

    消費貸借は、借り受けた消費物について借主が所有者となり、その物が何らかの方法で

滅失したときは貸主が責任を負うという効果を生じる。 

第７Ａ編１７９３条 

    金銭の消費貸借から生じる債務は、契約によって定められた金額に関してのみ存在する。 

第７Ａ編１７９６条 

    消費物の貸主は、約定の期限が到来するまではその返還を請求することができない。 

第７Ａ編１７９７条 

    返還の期限が合意されていない場合において貸借された消費物の返還を貸主が求めたと

きは、裁判所は、状況に応じて借主に一定の猶予期間を与えることができる。 
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第７Ａ編１７９８条 

    借り受けた消費物の返還が可能なときに借主がそれを返還する旨合意されているときは、

裁判所は、状況に応じてその返還の期限を定めることができる。 

第７Ａ編１７９９条 

    第１７９０条の規定は、消費貸借に適用される。 

※ 第７Ａ編１７９０条 ［使用貸借に関する規定］ 

       貸借された物がそれを使用する者に損害を生ぜしめるような瑕疵を含む場合には、

貸主は、その瑕疵を知っていてかつそれを使用者に告げなかったときは、それによ

って生じる結果について責任を負う。 

第７Ａ編１８００条 

    借主は、借り受けた消費物につき、同量同等のものを約定の期限が満了した時に返還す

る義務を負う。 

第７Ａ編１８０１条 

   (1) 借主は、その義務を履行することができないときは、契約に従って物が返還されるべ

きであった時および場所を考慮して、借り受けた物の価額を支払わなければならない。 

   (2) 時および場所が定められていなかったときは、貸借が行われた時および場所において、

貸借された物の価額に基づいて弁済が行われなければならない。 

第７Ａ編１８０４条 

    約定の利率は、書面によって定められなければならない。 

第７Ａ編１８０５条 

    貸主が利率を定めずに利息の支払いについて約定をしたときは、借主は、法定利率にお

いて利息を支払わなければならない。 

第７Ａ編１８０６条 

    利息に関する留保なしになされた元本の弁済の証拠によって、利息に関する弁済が推定

され、債務者はそれから解放される。 

 

Ⅴ 共通参照枠草案〔暫定版〕 

ＩＶ．Ｆ．－１：１０１（適用範囲） 

(1) 第４編本章は、以下を除く消費貸借契約に適用される。 

(a) 事業者の消費者に対する貸付が行われる契約 

(b) 不動産の購入または保全のために貸付が行われる契約 

   (2) 消費貸借契約とは、それによって貸主である一方当事者が借主である他方当事者に対

して、確定または不確定の期間（貸借期間）、一定額の金銭を金銭消費貸借または当座貸

越の方式で提供する義務を負い、かつそれによって借主が、当事者によって合意された

利息またはその他の種類の報酬を借主が支払う義務を負いまたは負わずに、貸付金にお

いて得た金銭を返済する義務を負う契約である。 

   (3) 金銭消費貸借とは、借主に対して貸し付けられ、かつ借主が分割払いでまたは貸借期

間の終了時に全額を支払うことによって弁済することを約した一定額の金銭である。 

   (4) 当座貸越とは、当座尻を超えて、借主の当座預金口座から、変動する一定の限度内に
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おいて、借主が資金を引き出すオプションである。別段の取り決めのない限り、当座貸

越は、その貸付方法を繰り返し利用できる可能性を有することを意味するリボルビング

の性質を有するものとする。 

   (5) 契約が金銭支払義務の弁済期日を延期するためにのみなされるときは、借主が代金に

加えて利息またはその他の費用を支払うことがその契約によって必要とされる場合でな

い限り、その契約は消費貸借契約には含まれない。 

   (6) ただし、当事者は、既存の金銭支払義務において支払われるべき金銭が、将来におい

て消費貸借契約の下で支払われるべきものとなる旨合意することができる。 

ＩＶ．Ｆ．－１：１０２（貸主の主たる義務） 

   (1) 貸主は、契約によって確定される額、方法、および期間において、借主に対して貸付

金を提供する義務を負う。 

   (2) その義務が履行されるべき期間がその義務について規律する条項から確定され得ない

ときは、貸主は借主の請求から合理的な期間にわたって貸付金を利用させる義務を負う。 

ＩＶ．Ｆ．－１：１０３（借主の借入義務） 

   (1) 貸付金が金銭消費貸借の方式をとるときは、借主は、契約によって確定される方法お

よび期間において借り入れる義務を負う。 

   (2) 借主が借り入れる期日が契約から確定され得ないときは、借主は、貸主の請求から合

理的な期間内に借入れをする義務を負う。 

ＩＶ．Ｆ．－１：１０４（利息） 

   (1) 借主は、契約の条項に従って、利息またはその他の種類の報酬を支払う義務を負う。 

   (2) 支払われるべき利息が契約において特定されていないときは、両当事者が消費者でな

い限り、利息は支払われるべきものとする。 

   (3) 利息は、借主が金銭消費貸借を受けた日または当座貸越を利用した日から日割りで発

生する。ただし、利息は、いずれが先に生じるとしても、貸借期間の終了時にまたは年

１回、支払いわれるべきものとなる。 

   (4) 前項によって支払われるべき利息は、１２か月ごとに未払いの元本に組み込まれる。 

ＩＶ．Ｆ．－１：１０５（適用範囲に含まれる契約） 

    契約によって貸付金の使用が一定の目的に限定されているときは、借主は、貸主の請求

から合理的な期間内において、貸主がその使用を確認することを可能にするために必要な

情報を提供する義務を負う。 

ＩＶ．Ｆ．－１：１０６（弁済および終了） 

   (1) 借主は、消費貸借契約によって確定される方法および期日に、貸付によって得た金銭

を返済する義務を負う。貸主が金銭の返済をなすべき期日が契約によって定められてい

ないときは、借主は、貸主の請求から合理的な期間内に返済をする義務を負う。 

   (2) 借主は、返済によって、当座貸越を任意に終了させることができる。 

   (3) 消費貸借契約において借主が貸付期間に従った利息またはその他の種類の報酬を支払

う必要がないときは、借主は、返済によって、消費貸借を何時にても終了させることが

できる。 

   (4) 特定の継続期間を伴った消費貸借契約以外の形式の消費貸借においては、借主は、返
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済によって、消費貸借を何時にても終了させることができる。当事者は、この規定の適

用を排除し、またはその効果から逸脱しあるいはそれを変更することができない。 

   (5) 消費貸借契約が１年を超える特定の継続期間を有しかつ固定の利率を定めているとき

は、借主は、貸主に３か月の告知期間を与えるだけで、第４項の下で期限前の返済によ

って契約を終了することができる。 

   (6) 第４項または第５項における期限前の終了に際しては、借主は、返済の期日までに支

払うべきものとなったすべての利息の支払いをなし、かつ期限前の終了によって生じる

すべての損害について貸主に賠償をする義務を負う。 

   (7) 消費貸借契約が不特定の継続期間を有しているときは、第２項および第３項における

借主の権利を害しない限り、いずれの当事者も、他方当事者に対し合理的な告知期間を

与えることによって、関係を終了させることができる。ＩＩＩ．－１：１０９（告知に

よる変更または終了）が適用される。 

 

【参考２】 抗弁の接続に関する立法例 

Ⅰ ドイツ民法 

  第３５８条 結合された契約 

(1) 消費者が、事業者が物の引渡しまたはその他の給付の提供に関する契約の締結に向け

た意思表示を有効に撤回したときは、当該消費者は、当該契約と結合した消費者消費貸

借契約の締結に向けた意思表示に拘束されなくなる。 

(2) 消費者が消費者消費貸借契約の締結に向けた意思表示を有効に撤回したときは、当該

消費者は、当該消費貸借契約と結合した物の引渡しまたはその他の給付の提供に関する

契約の締結に向けた意思表示に拘束されなくなる。消費者が結合した契約の締結に向け

た意思表示を本款の定めによって撤回できるときは、本条第１項のみが適用され、第４

９５条第１項による撤回権は排除される。消費者が本項第２文の場合において消費者消

費貸借契約の撤回の表示をしたときは、本条第１項に基づき事業者に対して結合された

契約を撤回したものとみなす。 

(3) 物の引渡しまたはその他の給付の提供に関する契約と消費者消費貸借契約が結合して

いるとされるのは、その貸金の全部または一部が別の契約の融資に用いられ、かつ、両

契約が経済的一体性をなすときである。とりわけ、事業者自身が消費者の反対給付のた

めに融資をしたとき、または、第三者による融資がなされている場合で、貸主が消費者

消費貸借契約の準備もしくは締結に事業者の協力を利用するときは、経済的一体性が認

められる。融資による不動産または不動産に相当する権利の取得においては、貸主自身

が当該不動産または不動産に相当する権利を調達するとき、または、貸主が貸金を利用

させるという立場を超えて、事業者の譲渡の利益の全部もしくは一部を自己のものとし、

プロジェクトの企画、宣伝、実行において譲渡人の機能を引受け、もしくは譲渡人を一

方的に有利に扱った場合に限り、経済的一体性が肯定される。 

(4) 第３５７条は、結合された契約に準用する。ただし、本条第１項の場合、消費者消費

貸借契約の清算に基づく利息および費用の支払については消費者に請求することはでき

ない。貸主は、撤回または返品の効力が生じた時点で貸金が事業者に支払われていた場
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合、消費者との関係において、撤回または返品の法的効果につき結合された契約から生

ずる事業者の権利および義務に加わる。 

(5) 撤回権または返品権につき必要とされている教示には、本条第１項、第２項第２文お

よび第３文に基づく法的効果が示されていなければならない。 

  第３５９条 結合契約における抗弁 

消費者は、結合された契約から生ずる抗弁によって、自己と契約を締結した事業者に対

して自己の給付を拒絶し得る限りにおいて、貸金の返還を拒絶することができる。ただし、

その抗弁が事業者と消費者の間において消費者消費貸借契約の締結後に合意された契約変

更に基づくときは、この限りではない。追完を請求することができる場合においては、そ

の追完が成功しなかったときにはじめて、消費者は貸金の返還を拒絶することができる。 

  第３５９ａ条 適用範囲 

(1) 結合された取引に関する要件が満たされないときも、撤回された契約で目的とされた

事業者の商品または役務が消費者消費貸借契約に正確に表示されていないときは、第３

５８条第１項および第４項を準用する。 

(2) 第３５８条第２項および第４項は、消費者が消費者消費貸借契約と直接関連して締結

した追加的給付に関する契約にも準用する。 

(3) 第３５８条第２項、第４項および第５項ならびに第３５９条は、金融商品の取得資金

の融資を目的とした消費者消費貸借契約には適用しない。 

(4) 融資金額が２００ユーロを超えないときは、第３５９条は適用がない。 

 

Ⅱ スイス連邦消費信用法（２００１年） 

  ［訳注］ 

スイス連邦消費信用法１条において「消費信用契約」とは、信用供与者が消費者に対し

て行う支払猶予、消費貸借、その他の金融支援の供与またはその約束と定義されている（１

項）。また、個人使用を目的とした動産のリース契約、クレジットカード、顧客カードな

らびに当座貸越信用も消費信用契約とみなすとされている（２項）。 

 

第２１条 取得契約の瑕疵ある履行 

(1) 商品または役務の取得のために消費信用契約を提供者以外の者と締結した者は、以下

に掲げる条件のいずれもが満たされた場合に同人が提供者に対して取得するあらゆる権

利を、信用供与者に対して行使することができる。 

    ａ．信用供与者と提供者の間の合意により、信用供与者からは、もっぱら提供者の顧客

に対して信用が供与されることとされていたこと 

    ｂ．消費者が同条件の枠内において信用を供与されたこと 

    ｃ．消費信用契約を構成する商品または役務の全部または一部が提供されず、または供

給契約に適合していないこと 

    ｄ．消費者が提供者に対して権利を行使したが奏功しなかったこと 

    ｅ．関係する取引の金額が５００フランを超えていること 

(2) 上院議会は本条第１項ｅ号が定める金額について、他の条件に変更することができる。 

 27



 

 

Ⅲ フランス消費法典 

第３部第１章第１節 消費与信 【２０１０年７月１日法律による改正による。未施行】 

Ｌ．３１１－１条 

本節の意味において、以下の語は、次のようにみなされる。 

４ 与信取引または与信契約：貸越またはすべての同様の分割払いの形式を含め、支払猶

予および貸借の形式のもとで、貸主が借主に対して信用供与を同意し、または同意を義

務づける取引または契約。ただし、継続的な給付の提供を目的として締結された契約ま

たは同一の性質のサービスまたは財の継続的な履行がある契約であり、すべての給付の

期間中、借主が継続的な弁済によりその費用を支払うものに関しては、この限りではな

い。 

９ 波及的与信契約 Contrat de crédit affecté または関連的与信契約 contrat de crédit 

lié：個別の財の供給または個別の役務の給付に関係する契約をもっぱら融資することに

使用される与信。これら２つの契約は、単一の商取引 opération commerciale unique を

構成する。売主または役務給付者自身が与信するとき、第三者による融資の場合には貸

主が与信契約の締結または準備を売主または給付者の役務に依存しているとき、または、

与信契約に関係する財または役務が特に記載されているとき、単一の商取引が存在する

とみなされる。 

Ｌ．３１１－２条 

① 本節は、有償で締結されたものであれ、無償で締結されたものであれ、Ｌ．３１１－

１条４号に規定されている、すべての与信取引および場合によってはその保証に適用さ

れる。 

② 本節用の適用に関しては、買取賃貸借 location-vente および買取権付賃貸借は、与信

取引と同視される。 

（以下略） 

Ｌ．３１１－３条 

 以下のものは、本節の適用が除外される。 

１ 土地または現在するもしくは建設中の不動産の所有権または用益権の取得または維持

を可能にすることを目的とした信用取引。取得された土地または不動産の修補、改良ま

たは維持を目的とする工事の実現を可能にする信用取引の場合も、これに含まれる。 

２ 与信総額が２００ユーロ未満または７５０００ユーロを超える取引。ただし、Ｌ．３

１３－１５上に規定されている、信用の再編 regroupement を目的とする取引は、この限

りでない。 

３ １カ月の期間内に返還可能な貸越許可の形式で同意された取引。 

４ いかなる利息、費用も伴わない、または少額の費用のみが伴う、３カ月を超えない返

還期限を含む信用取引。 

５ 通貨・金融法典Ｌ．５１１－６条３号に規定された取引。 

６ 同法典Ｌ．３１２－２条２号に規定された取引。 

７ 裁判機関により介入された合意の発現である契約。 
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８ 個人債務超過委員会のもとで締結された、本法典Ｌ．３３１－６条に規定された合意

に基づく再生計画から生じる契約。 

９ 既存の負債の示談による解決のために合意された支払猶予を目的とし、契約に規定さ

れた費用を超えるいかなる費用も消費者の負担とはならないという条件の合意。 

10 ４０日を超えない後払いを提示し、この種の支払い手段の利用に関する会費以外のい

かなる費用も生じないカード〔取引〕。 

  第９款 波及的与信 

Ｌ．３１１－３０条 

 Ｌ．３１１－１条９号に規定された波及的与信契約は、本節の規定に従う。 

  Ｌ．３１１－３１条 

借主の義務は、財の引渡しまたは給付の供給からしか、効果を生じない。継続的な履行

を伴う売買契約または役務給付契約の場合、借主の義務は、引渡しまたは供給の開始から

効力を生じ、引渡しまたは供給の中断の場合は効力を停止する。売主または役務給付者は、

借主に交付された事前の申込みの写しを保持し、監督官 agent chargé du contrôle に対し

て、その者の求めに応じて提出しなければならない。 

  Ｌ．３１１－３２条 

① 主たる契約の履行に関して異議が生じた場合、裁判所は、紛争の解決まで、与信契約

の履行を停止することができる。与信契約は、それが締結された理由となった契約自身

が裁判上解除されまたは無効となった場合、法律上当然に解除されまたは無効となる。 

② 前項の規定は、貸主が訴訟に参加した場合、または貸主が売主もしくは借主により参

加を強制された場合にしか適用されない。 

  Ｌ．３１１－３３条 

主たる契約の裁判上の解除または無効が売主の所為により生じた場合、貸主の請求によ

り、売主に対し、〔売主の負う〕貸主および借主に対する損害賠償を妨げることなく、借

主の貸借の返還の保証を命じることができる。 

  第３部第１章第２節 不動産与信 

  第３款 与信契約 

Ｌ．３１２－２条 【２０１０年７月１日法律による改正による。未施行】 

    本節の規定は、その性質決定または技術にかかわらず、以下のような取引を融資するた

めに、すべての自然人または法人により日常的な形で同意されている貸借に適用される。 

１ 居住用または職業及び居住用の不動産に関して、 

    ａ）その所有権の取得、またはその所有権の帰属を可能にする会社の持分もしくは株式

の引受もしくは買取。この取引が、取得された不動産の修補、改良または維持を目的

とする工事の実現を可能にすることも目指している場合も、これに含まれる。 

    ｂ）その用益権の取得、またはその用益権の帰属を可能にする会社の持分もしくは株式

の引受もしくは買取。この取引が、取得された不動産の修補、改良または維持を目的

とする工事の実現を可能にすることも目指している場合も、これに含まれる。 

    ｃ）信用供与額が７５０００ユーロを超える場合には、その修補、改良、または維持に

関する支出。 
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    ｄ）その建築に関する支出。 

２ １号に規定された不動産の建築を目的とした土地の買取。 

  Ｌ．３１２－３条 【１９９３年７月２６日法律】 

    以下のものは、本節の適用から除外される。 

１ 公法人と同意をした貸借。 

２ いかなる形式であれ、職業活動、とりわけ日常的に、他の活動に付随するものであれ、

会社の目的に基づいてであれ、建築されたものであってもなくても、完成されていても

いなくても、集合的なものであれ個別的なものであれ、所有権であれ用益権であれ、不

動産またはその一部を取得する自然人または法人の職業活動を融資するためになされた

貸借。 

３ 事前信用 crédit d’anticipation を伴わない場合には、供与延期式信用 crédit 

différé 業に関する１９５２年３月２４日法律により規律される供与延期式信用取引。 

Ｌ．３１２－１２条 【１９９３年７月２６日法律】 

① 申込みは、常に、その承諾から４カ月の期間内に与信の対象となった契約が不成立と

なることを解除条件として、承諾される。 

② 両当事者は、前項に定められた期間よりも長い期間を合意することができる。 

  Ｌ．３１２－１４条 【１９９３年７月２６日法律】 

① 与信の対象となった契約が、Ｌ．３１２－１２条の適用により定められた期間内に締

結されなかったとき、借主は、貸主がその者に実際に支払った額、またはその者のため

に支払った額の全額およびそれに付属する利息を返還する義務を負う。貸主は、調査費

用のみ差し引くまたは請求することができる。調査費用の最高額は、デクレにより規定

された計算表に従って定められる。 

② この費用の額およびそれを受け取る条件は、申込みにおいて、それぞれ記載しなけれ

ばならない。 

  Ｌ．３１２－１９条 【１９９３年７月２６日法律】 

    貸借を確認する証書に、貸借は、〔不動産〕開発契約、建築契約、建築施工 maîtrise 

d’oeuvre 契約、または請負契約を用いた不動産の工作または工事の融資を目的としてい

ることが表示されているとき、裁判所は、契約の履行に影響を及ぼす異議または事故の場

合に、紛争の解決まで、貸主の賠償に対する権利を妨げることなく、貸借契約の履行を停

止することができる。この規定は、貸主が訴訟に参加した場合、または貸主が当事者の一

人により参加を強制された場合にしか適用されない。 

 

Ⅳ アメリカ合衆国 

  ［訳注］ 

米国のクレジットカード制度は、主に連邦貸付真実法（Truth-in-Lending Act, TILA）

および貸付真実法に関する規則（Regulation Z, 12 C.F.R. §226）により規律されている。

TILA は、消費者信用保護法（Consumer Credit Protection Act, 15 U.S.C. §1601-§1667e）

第 1部として合衆国法律集に編纂されている。（LoPucki et al., Commercial Transactions, 

413-414 (2006)） 
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以下では、抗弁の接続について規定している消費者信用保護法、規則、および 1974 年統

一消費者信用法典（Uniform Consumer Credit Code 1974 Act）の条文を訳出する。 

 

消費者信用保護法（Consumer Credit Protection Act, 15 U.S.C. §1601-§1667e） 

§1666i. カード保有者からカード発行者に対するクレジットカード取引から生じる請求

および抗弁の主張；前提条件；請求または防御の金額の制限 

(a) 主張し得る請求および抗弁 

本条(b)における制限に従い、オープンエンド型消費者信用プランに基づきカード保

有者に対しクレジットカードを発行したカード発行者は、以下の場合、支払いまたは

信用拡張の手段としてクレジットカードが用いられたあらゆる取引から生じる、全て

の請求（不法行為に基づく請求を除く）および抗弁に服する。 

(1) 債務者が、当該クレジットカードの使用を受け入れた者からの取引に関連した、

意見の不一致または問題について、満足のいく解決を得ようと誠意を持って取り組

んだこと。 

(2) 最初の取引金額が、50 ドル以上であること。 

(3) 最初の取引が行われた場所が、カード保有者が事前に提供した郵送先住所と同一

の州内にあるか、当該住所から 100 マイル以内であること。ただし、(2)および(3)

に基づくカード発行者に対する債務者の請求および抗弁の権利に関する制限は、以

下のいずれの取引にも適用されない。 

(A) 当該クレジットカードの使用を受け入れた者が、カード発行者と同一の者であ

る場合。 

(B) 当該クレジットカードの使用を受け入れた者が、カード発行者により支配され

ている場合。 

(C) 当該クレジットカードの使用を受け入れた者が、カード発行者と共通の直接的

または間接的支配下にある場合。 

(D) 当該クレジットカードの使用を受け入れた者が、カード発行者の製品またはサ

ービスについてのフランチャイズ販売業者である場合。 

(E) 当該クレジットカードの使用を受け入れた者が、カード発行者の発行したクレ

ジットカードを用いた当該取引にカード保有者が誘引された、カード発行者の行

う、または参加する、郵便による勧誘によって、当該取引のための注文を獲得し

た場合。 

(b) 主張し得る請求および抗弁の金額 

カード保有者により主張される請求または抗弁の金額は、カード保有者がカード発

行者またはクレジットカードの使用を受け入れた者に対し、当該請求または抗弁につ

いて最初に通知した時点における、当該取引に関する貸付残高の総額を超えてはなら

ない。前文の貸付残高の総額を判断するにあたっては、カード保有者の口座への支払

および信用は、以下の支払について、指定された順で用いられたものとみなされる。 

(1) 口座への記入順による遅延損害金； 

(2) 口座への記入順による金融諸費用； 
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(3) 口座への記入順による、上記以外の口座からの引き落とし。 

 

貸付真実法に関する規則（Regulation Z, 12 C.F.R. §226） 

§226.12 クレジットカードに関する特則 

(c) カード発行者に対し請求または抗弁を主張するカード保有者の権利 

(1) 一般原則．クレジットカードを利用した者が、消費者信用取引においてクレジッ

トカードを用いて購入した財物またはサービスに関する紛争を満足に解決できない

場合、当該カード保有者は、当該取引から生じる、および当該紛争を解決できない

ことに関連する、全ての請求（不法行為に基づく請求を除く）および抗弁をカード

発行者に対して主張することができる。当該カード保有者は、当該紛争を生じさせ

た財物またはサービスについての貸付残高の総額を上限とした支払い、およびその

金額に課されたあらゆる融資その他の負担を留保することができる。 

(2) 不利な信用報告の禁止．本条(c)(1)に従い、カード保有者が紛争のある取引につ

いての貸付残高の総額の支払いを留保した場合、カード発行者は、当該紛争が解決

するか、または判決が下されるまで、当該金額につき、滞納者としての報告をして

はならない。 

(3) 制限 

(i) 総則．本条(c)(1)および(c)(2)に定められた権利は、以下の場合に限り適用さ

れる。 

(A) カード保有者が、クレジットカードの利用を引き受けた者との紛争を解決す

るために誠実に取り組んだ場合。 

(B) カード保有者による請求または抗弁の主張をもたらした財物またはサービス

を得るために拡張された信用の総額が、50 ドルを超え、紛争となった取引がカ

ード保持者が現在指定している住所と同一の州において発生したか、同一の州

でない場合には、当該住所から 100 マイル以内において発生した場合。 

(ⅱ)除外．本条(c)(3)(i)(B)に定められた制限は、以下の場合には適用されない。 

(A) クレジットカードの利用を引き受けた者が、カード発行者と同一の者である

場合。 

(B) クレジットカードの利用を引き受けた者が、直接的または間接的に、カード

発行者により支配されている場合。 

(C) クレジットカードの利用を引き受けた者が、カード発行者をも直接的または

間接的に支配している第三者の、直接的または間接的支配下にある場合。 

(D) クレジットカードの利用を引き受けた者が、カード発行者を直接的または間

接的に支配している場合。 

(E) クレジットカードの利用を引き受けた者が、カード発行者の製品またはサー

ビスについてのフランチャイズ販売業者である場合。 

(F) クレジットカードの利用を引き受けた者が、カード発行者の行う、または参

加する、郵便による勧誘を通じて、紛争となっている取引についての注文を獲

得した場合。 
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１９７４年統一消費者信用法典（Uniform Consumer Credit Code 1974 Act） 

§3.403. [請求または抗弁に服するカード発行者] 

(1) 本条は、クレジットカードに従って販売または貸借された財物またはサービスの製

造者、供給者、販売者、または賃貸人としてのカード発行者の責任を制限するもので

も、または責任を課すものでもない。本条は、クレジットカードに従って行われた販

売または賃貸借から生じる、販売者または賃貸人に対するカード保有者の請求および

抗弁に、カード発行者を服させるものである。 

(2) カード発行者は、カード発行者もしくはカード発行者に関係する者から、カード発

行者またはカード発行者に関連する者のトレードネームもしくは称号により業務を行

うことを認可、フランチャイズ、もしくは許可を受けた、財物もしくはサービスの販

売または賃貸借から生じる、販売者または賃貸人に対するカード保有者の請求および

抗弁に服する。ただし、請求もしくは抗弁が生じた財物もしくはサービスの販売また

は賃貸借に関連して、カード発行者が貸し付けた当初の金額の範囲に限る。 

(3) 本条に別段の定めのある場合を除き、金融クレジットカード発行者（lender credit 

card issuer）を含むカード発行者は、以下の全てを満たす場合、クレジットカードに

従った財物もしくはサービスの販売または賃貸借から生じた、販売者または賃貸人に

対する、カード保有者の全ての請求および抗弁に服する。 

(a) 請求もしくは抗弁が生じた財物もしくはサービスの販売または賃貸借に関連して、

カード発行者が貸し付けた当初の金額が、50 ドルを超える場合。 

(b) カード保有者の住所と、販売または賃貸借が生じた場所が、[同一の州であるか、

または]相互に 100 マイル以内にある場合。 

(c) カード保有者が、請求または抗弁に関連して、販売者または賃貸人から満足を得

ようと誠実に取り組んだ場合。 

(d) カード発行者が請求または抗弁の通知を受けた時点における、請求もしくは抗弁

が生じた財物もしくはサービスの販売または賃貸借に関連してカード発行者が貸し

付けた金額の範囲である場合。請求または抗弁の通知は、(c)項に特定された試みの

前に行うことができる。口頭による通知は有効である。ただし、カード発行者が口

頭の通知を受けたときに、またはその後速やかに、書面による確認書を要求し、当

該確認書が要求された際にカード保有者に対して告げられた、14 日間以上の期間内

において、カード保有者がカード発行者に書面による確認書を与えなかった場合に

は、この限りでない。 

(4) オープンエンド型の信用口座における、販売または賃貸借に関連して、カード発行

者が貸し付けた金額を決定するにあたっては、当該口座のために受領された支払は、

最初に当該口座への記入順による金融諸費用の支払、次に口座への記入順による負債

の支払について用いられたものとみなされる。 
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第２ 賃貸借 

 

（注）民法典における規定の配列は，使用貸借，賃貸借の順であるが，ここでは専ら審議

のしやすさという観点から，賃貸借，使用貸借の順に検討することとした。この検討

順は，典型契約の配列の見直し案を提示するものではない。典型契約の配列について

は，改めて別の機会に取り上げることとする。 

 

１ 総論 

民法は，賃貸借に関して総則，賃貸借の効力，賃貸借の終了に関する規定を置

いているところ，これらの規定については，後記２から４までに記載するような

問題点が指摘されているが，このほか，賃貸借に関する規定を見直すに当たって，

どのような点に留意する必要があるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （賃貸借） 

民法第６０１条 賃貸借は，当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせ

ることを約し，相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによっ

て，その効力を生ずる。 

 

（関連論点） 賃貸借終了時における目的物の返還義務の明示 

賃貸借の冒頭規定は，「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを

約し，相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって，その効力を

生ずる」（民法第６０１条）と定められているところ，この規定に対しては，賃貸借契約

の終了時に賃借人が目的物を返還しなければならないという基本的な事項が示されてお

らず，これを明確化すべきであるとの考え方が提示されている。賃借人の目的物返還義

務は，民法第６１６条が準用する使用貸借の規定（同法第５９７条第１項）が根拠とさ

れているが，これは，賃借人の最も基本的な義務の一つであって，賃貸借を特徴付ける

要素であることから，賃貸借の冒頭規定ないし定義規定に盛り込むべきであるという考

え方である。 

賃貸借と使用貸借の規定の順序や，冒頭規定の在り方（部会資料１５－２第６，２関

連論点 冒頭規定の規定方法）とも関連する問題であるが，このような考え方について，

どのように考えるか。 

 

２ 総則関係 

(1) 短期賃貸借 

民法は，長期の賃貸借は実質的には処分行為に当たることから，「処分につ

き行為能力の制限を受けた者」又は「処分の権限を有しない者」がすることが

できる賃貸借を一定期間以下の短いものに限定している（同法第６０２条）。 
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このうち「処分につき行為能力の制限を受けた者」に関しては，未成年者，

成年被後見人，被保佐人及び被補助人が該当し得るところ，これらの者が単独

ですることができる行為についてはそれぞれ別途規定が設けられており，民法

第６０２条のような規定を設ける必要がなく，むしろ，制限行為能力者であっ

ても一律に短期賃貸借をすることができるとの誤読のおそれがあるとの指摘

がある。そこで，同条の「処分につき行為能力の制限を受けた者」という文言

を削除すべきであるとの考え方が提示されている。 

また，民法第６０２条の適用を受ける者が同条所定の期間を超えて締結した

賃貸借の効力については，裁判例等を踏まえて，法定期間を超える部分のみが

無効（一部無効）となる旨を明示すべきであるとの考え方が提示されている。 

これらの考え方について，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （短期賃貸借） 

民法第６０２条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない

者が賃貸借をする場合には，次の各号に掲げる賃貸借は，それぞれ当該各号に定め

る期間を超えることができない。 

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 

二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 

三 建物の賃貸借 三年 

四 動産の賃貸借 六箇月 

○ （未成年者の法律行為） 

民法第５条 未成年者が法律行為をするには，その法定代理人の同意を得なければな

らない。ただし，単に権利を得，又は義務を免れる法律行為については，この限り

でない。 

２・３ （略） 

○ （成年被後見人の法律行為） 

民法第９条 成年被後見人の法律行為は，取り消すことができる。ただし，日用品の

購入その他日常生活に関する行為については，この限りでない。 

○ （保佐人の同意を要する行為等） 

民法第１３条 被保佐人が次に掲げる行為をするには，その保佐人の同意を得なけれ

ばならない。ただし，第九条ただし書に規定する行為については，この限りでない。

一～八 （略） 

九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 

２ （略） 

○ （補助人の同意を要する旨の審判等）  

民法第１７条 家庭裁判所は，第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは

補助監督人の請求により，被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意

を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし，その審判によりその
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同意を得なければならないものとすることができる行為は，第十三条第一項に規定

する行為の一部に限る。 

２～４ （略） 

○ （借地権の存続期間）  

借地借家法第３条 借地権の存続期間は，三十年とする。ただし，契約でこれより長

い期間を定めたときは，その期間とする。 

 

（補足説明） 

１ 短期賃貸借について 

賃貸借は，通常は管理行為であって処分行為ではないが，当事者双方は賃貸借の

期間中目的物の利用について様々な拘束を受けるため，長期の賃貸借契約は処分行

為に当たると解される。このため，民法第６０２条は，処分の能力又は権限を有し

ない者がすることができる賃貸借契約を一定期間以下のものに限定したとされて

いる。 

２ 短期賃貸借（民法第６０２条）の規定の見直し 

民法第６０２条の短期賃貸借については，以下のような問題点の指摘があり，こ

れを踏まえた立法提案が示されているが，どのように考えるか。 

(1) 短期賃貸借の規定の対象とすべき主体 

民法第６０２条は，「処分につき行為能力の制限を受けた者」と「処分の権限

を有しない者」を対象として規定を設けているところ，このうち前者（処分につ

き行為能力の制限を受けた者）については，以下のとおり，ここに規定する合理

性がないとの指摘がある。 

「処分につき行為能力の制限を受けた者」の具体例を順に見ていくと，まず，

未成年者については，法律行為をするには原則として法定代理人の同意を得なけ

ればならないとされ（民法第５条第１項本文），その例外も別途規定されており

（同項ただし書，同条第３項等），このような規律とは別に，法定代理人の同意

を得ないで短期賃貸借をすることができる等の規律を設けることは適当でない

とされている。 

また，成年被後見人も，その法律行為は原則として取り消すことができるとさ

れ（民法第９条本文），成年被後見人が単独ですることができる行為の範囲は「日

常生活に関する行為」（同条ただし書）の解釈によると解されているため，短期

賃貸借に限って特別な規律を設けることは適当でないとされている。 

次に，被保佐人は，民法第１３条第１項に掲げる行為をするには保佐人の同意

が必要とされているところ，同項第９号には「第６０２条に定める期間を超える

賃貸借」が規定されており，同法第６０２条によって再度示す必要はない。 

最後に，被補助人は，単独ですることができる行為の範囲を家庭裁判所の審判

によって定めることとされており（民法第１７条第１項），短期賃貸借の取扱い

についてもこの審判で定められることになるため，短期賃貸借に限って特別な規

律を設けることは適当でないとされている。 
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以上から，民法第６０２条において「処分につき行為能力の制限を受けた者」

と規定すべき必要性はなく，むしろ，その規定によって短期賃貸借であれば一律

に制限行為能力者が単独ですることができるとの解釈上の疑義を生ずるおそれ

がある。そこで，同条の「処分につき行為能力の制限を受けた者」という文言を

削除すべきであるとの考え方が提示されている。 

他方，「処分の権限を有しない者」という文言については，不在者の財産管理

人や後見監督人がある場合の後見人等が含まれると解されており，特に変更する

必要はないとの考え方が示されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

(2) 法定期間を超える賃貸借の取扱い 

民法第６０２条の適用を受ける者が同条所定の期間を超える賃貸借契約を締

結した場合に，賃貸借契約が全部無効となるのか，法定の期間を超える部分のみ

が無効（一部無効）となるのかが問題とされている。 

学説では，賃借人側に法定期間の範囲内であれば契約をしなかったという事情

がない限り一部無効となるという見解がある一方で，民法第６０４条のように法

定期間の上限に短縮する旨の特別の規定がないことを指摘して，当事者が法定期

間の範囲内でも賃貸借をしたと認められる特別の事情がある場合を除き全部無

効とすべきであるとの見解がある。 

戦後の下級審裁判例は，一貫して一部無効説をとっているとされている（名古

屋高判昭和３３年９月２０日高民集１１巻８号５０９頁，東京地判昭和３５年５

月３０日法曹新聞１５３号１６頁，大阪地判昭和４７年１０月１１日判タ２９１

号３１４頁。これに対して，平成１５年改正前の民法第３９５条に関する判決に

は，最判昭和３８年９月１７日民集１７巻８号９５５頁は長期賃貸借は民法第６

０２条の期間の限度においても抵当権者及び競落人に対抗できないとするもの

もある。）。 

そこで，このような裁判例等を踏まえ，一部無効となることを条文上明記すべ

きであるという考え方が提示されているが，どのように考えるか。 

(3) その他 

民法第６０２条の短期賃貸借に関連して，借地借家法との関係が問題とされて

いる。すなわち，建物の所有を目的とする土地の賃借権の存続期間について，借

地借家法はその下限を３０年とする旨を定めているため（同法第３条，第９条），

民法第６０２条の適用を受ける者が同条所定の期間（ここでは５年）の範囲内で

した短期賃貸借の有効性が問題となる。 

この点については，借地借家法の規定にかかわらず民法の短期賃貸借の規定に

従うという見解が一般的であるとされており，その旨を条文上明示すべきである

という考え方が提示されているが，その場合における規定の置き場所としては借

地借家法が想定されている。 
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(2) 賃貸借の存続期間 

賃貸借の存続期間は，２０年を超えることができず，契約で２０年を超える

期間を定めた場合には２０年に短縮するとされている（民法第６０４条１項）。

これは，目的物が長期にわたって他人の使用・収益に供されると，その間の目

的物の改良が不十分となって経済上不利益が生ずるのではないかとの懸念が

あり，また，長期間にわたる不動産の利用は地上権や永小作権によって行えば

よいとの判断から，賃貸借の期間の上限を制限したとされている。 

しかし，実際には，不動産の利用にも地上権や永小作権はあまり用いられず，

賃貸借が多く用いられている。このため，不動産に関しては，借地借家法や農

地法によって民法第６０４条の制限が修正され，より長期の賃貸借を締結する

ことが可能となっている。 

このような状況を踏まえ，賃貸借の存続期間の上限を廃止し，民法第６０４

条を削除すべきであるとの考え方が提示されている。他方で，同条の規定には

合理性があり，必要に応じて特別法等による修正を図れば足りるとして，なお

民法第６０４条の規定を維持すべきであるとの考え方も示されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （賃貸借の存続期間） 

民法第６０４条 賃貸借の存続期間は，２０年を超えることができない。契約でこ

れより長い期間を定めたときであっても，その期間は，２０年とする。 

２ 賃貸借の存続期間は，更新することができる。ただし，その期間は，更新の時

から２０年を超えることができない。 

○ （借地権の存続期間）  

借地借家法第３条 借地権の存続期間は，三十年とする。ただし，契約でこれより

長い期間を定めたときは，その期間とする。 

○ （建物賃貸借契約の更新等） 

借地借家法第２６条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において，当事

者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の

通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは，従前

の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし，その期間は，定め

がないものとする。 

２・３ （略） 

○ （建物賃貸借の期間） 

借地借家法第２９条 （略） 

２ 民法第六百四条の規定は，建物の賃貸借については，適用しない。 

○ （農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間）  

農地法第１９条 農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第六百四条 （賃貸借

の存続期間）の規定の適用については，同条中「二十年」とあるのは，「五十年」
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とする。 

 

(補足説明) 

１ 民法第６０４条の趣旨 

賃貸借の存続期間は，２０年を超えることができないと定められている（民法第

６０４条第１項）。これは強行規定であり，契約で２０年を超える存続期間を定め

た場合には，２０年に短縮される（同項後段）。このような制限が設けられたのは，

賃貸借が長期間にわたる場合には目的物の損傷や劣化が顧みられない状況が生じ，

経済上不利益をもたらすのではないかという懸念や，長期間にわたる利用関係の設

定は地上権や永小作権を利用すればよいという考慮によるものであるとされてい

る。 

２ 特別法による修正 

しかしながら，民法第６０４条が定める存続期間の上限は，特別法において修正

されている。 

借地借家法では，建物の所有を目的とする土地の賃借権について存続期間を３０

年又はこれよりも長い期間とし（同法第３条，第９条），建物の賃貸借については

民法第６０４条の規定の適用を除外している（借地借家法第２９条第２項）。 

また，農地法では，農地又は採草放牧地の賃貸借について，民法第６０４条が定

める存続期間の上限を５０年に修正する旨の規定が設けられている（農地法第１９

条）。 

３ 立法提案 

賃貸借の存続期間の上限を定める民法第６０４条については，これを維持すべき

であるとする考え方がある一方で，同条を削除して賃貸借の存続期間に関する上限

を廃止すべきであるという考え方も示されている。 

賃貸借の存続期間の上限を廃止するという考え方は，①民法の立案当時には，長

期の利用契約は地上権や永小作権で行い，それよりも短い期間のものを賃貸借で行

うという想定があったところ，実際にはそのような使い分けは行われていないこと，

②借地借家法制により長期間にわたる賃貸借が認められた後も，長期であるための

弊害は特に指摘されておらず，強行規定によって排除するほどの必要性がないこと

などを理由としている。なお，賃貸借の存続期間の上限を廃止する場合には，地上

権や永小作権の存続期間の規定（民法第２６８条，第２７８条）も併せて見直す必

要があると指摘されている。 

これに対し，民法第６０４条の規定を維持すべきであるという考え方は，①存続

期間の上限を廃止すると法的には１００年を超えるような賃貸借も可能となるが，

そのような長期間の賃貸借を認めることにはなお弊害が生ずる懸念があること，②

長期の存続期間が必要とされる借地や借家関係については既に借地借家法によっ

て特則が設けられており，民法第６０４条を削除する実際上の必要性がどれほどあ

るのか疑問であることなどを理由としている。 
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また，民法第６０４条の規定を維持する立場からのこのような批判を踏まえ，賃

借権の存続期間の上限を廃止するとした上で，一定の長期間（例えば，２０年）を

経過した後は，当事者はいつでも解約の申入れをすることができるものとすべきで

あるとの考え方も提示されている。この考え方では，解約申入れによる賃貸借の終

了については同法第６１７条によることとされている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

 

３ 賃貸借の効力 

(1) 賃貸借と第三者との関係 

ア 不動産賃貸借の対抗力 

不動産の賃貸借は，これを登記したときは，その後その不動産について物

権を取得した者に対しても効力を生ずるとされているところ（民法第６０５

条），不動産賃貸借の対抗関係は，目的不動産について「物権を取得した者」

との間に限らず，例えば，他に賃借権の設定を受けた者や，当該不動産の差

押債権者との間でも想定され，これらの第三者との関係でも賃貸借の効力を

対抗することができると解されている。そこで，その旨を条文上も明らかに

すべきであるとの考え方が提示されている。 

このような考え方について，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （不動産賃貸借の対抗力）  

民法第６０５条 不動産の賃貸借は，これを登記したときは，その後その不動産に

ついて物権を取得した者に対しても，その効力を生ずる。 

○ （借地権の対抗力等）  

借地借家法第１０条 借地権は，その登記がなくても，土地の上に借地権者が登記

されている建物を所有するときは，これをもって第三者に対抗することができる。

２ 前項の場合において，建物の滅失があっても，借地権者が，その建物を特定す

るために必要な事項，その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の

上の見やすい場所に掲示するときは，借地権は，なお同項の効力を有する。ただ

し，建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては，その前に建物を新

たに築造し，かつ，その建物につき登記した場合に限る。 

３ 民法 （明治二十九年法律第八十九号）第五百六十六条第一項及び第三項の規定

は，前二項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地

が売買の目的物である場合に準用する。 

４ 民法第五百三十三条の規定は，前項の場合に準用する。 

○ （建物賃貸借の対抗力等）  

借地借家法第３１条 建物の賃貸借は，その登記がなくても，建物の引渡しがあっ

たときは，その後その建物について物権を取得した者に対し，その効力を生ずる。

２ 民法第五百六十六条第一項及び第三項の規定は，前項の規定により効力を有す
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る賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。 

３ 民法第五百三十三条の規定は，前項の場合に準用する。 

○ （農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力） 

農地法第１６条 農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は

採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地

について物権を取得した第三者に対抗することができる。 

２・３ （略） 

 

（補足説明） 

１ 不動産賃貸借を対抗できる第三者の範囲について 

現行民法第６０５条は，不動産の賃貸借を登記したときは，その後その不動産

について「物権を取得した者」に対しても，賃貸借の効力を生ずると規定してい

る。 

しかし，「物権を取得した者」の他にも，例えば，同一の不動産について他に

賃借権の設定を受けた者や，当該不動産の差押債権者については，対抗関係が想

定され，これらの第三者との関係においても賃借人は賃借権を対抗することがで

きると解されている。そこで，条文上もこれらの第三者が含まれることを明示す

べきであるとの考え方が提示されている。 

このような考え方について，どのように考えるか。 

２ 動産賃貸借の対抗力 

民法第６０５条は不動産賃貸借の対抗力のみを規定し，動産賃貸借については

規定していないため，賃貸借の目的動産が譲渡された場合などの法律関係が問題

となり得る。 

この点に関しては，動産賃貸借は引渡しによって新所有者に対抗することがで

きると解するのが多数説であるとされている。この見解は，その理由について次

のような説明をする。すなわち，目的動産を譲り受けた新所有者がその所有権を

第三者（賃借人）に対抗するための対抗要件は引渡しであり（民法第１７８条），

賃借人が占有している場合は指図による占有移転（同法第１８４条）によること

となるが，そのためには，旧所有者（賃貸人）が賃借人に対して，以後第三者（新

所有者）のためにその物を占有することを命じ，その第三者（新所有者）がこれ

を承諾することが必要となるので，新所有者は賃貸借を前提として目的物を譲り

受けたことになるというのである。このような解釈論に基づいて，動産賃貸借の

対抗力に関する明文規定を設けるという考え方があり得る。 

しかし，上記の解釈論に対しては，指図による占有移転の中に新所有者が賃貸

借を承継する意思を読み込む論理に無理があるほか，不動産賃貸借について対抗

力を与えるためにわざわざ同法第６０５条が置かれている理由が説明できない

などとして，反対説も有力である。また，動産賃貸借の対抗力に関する明文規定

を設けることに対しては，動産賃貸借に対して破産法第５６条第１項が適用され，

同法第５３条第１項及び第２項の適用が排除される可能性があることを指摘し
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て，明文規定を設けることに消極の考え方が示されているが，どのように考える

か。 

３ その他 

用語法の問題であるが，債権的な権利が登記によって対外的な効力を取得する

場面に関して，民法第６０５条は賃貸借が第三者に対しても「効力を生ずる」と

表現しているところ，これを第三者に「対抗することができる」と改めるべきで

あるという考え方が提示されている。この「効力を生ずる」という表現は，目的

不動産の所有権が賃貸人から第三者（新所有者）に移転した場合に，賃貸借関係

も当然に新所有者に移転することの根拠として挙げられていることに留意する

必要があり，また，民法全体及び他の法律おける用語法にもかかわる問題提起で

あることに留意する必要があるが，これらを含めて，上記の考え方について，ど

のように考えるか。 

また，不動産賃貸借における民法上の対抗要件は登記（同法第６０５条）であ

るが，賃借人は登記請求権を有しないと解されており，実際にはこの登記は，平

成１５年改正前の民法第３９５条のもとでの濫用的短期賃貸借のような場面を

除いてほとんど利用されていないと言われている。このため，借地借家法におい

て，借地権に関し土地の上に借地権者が登記されている建物を所有することを対

抗要件とし（同法第１０条第１項），建物賃貸借に関して建物の引渡しを対抗要

件とする（同法第３１条第１項）という特則が設けられている。また、農地法に

おいても，農地又は採草放牧地の賃貸借に関して引渡しが対抗要件とされている

（同法第１６条第１項）。このように，特別法において重要な特則が設けられて

いる状況を踏まえると，民法の規定上も，登記だけでなく，特別法に規定された

対抗要件によっても，賃借権を第三者に対抗することができる旨を明記すべきで

あるとの考え方があるが，どのように考えるか。 

 

イ 目的不動産の所有権が移転した場合の賃貸借契約の帰すう 

賃貸借の目的物である不動産の所有権が移転した場合における旧所有者

との間の賃貸借契約の帰すうについて，判例は，不動産賃貸借が対抗力を有

する場合には，賃借人と旧所有者との間の賃貸借関係は新所有者との間に当

然に承継され，旧所有者は賃貸借関係から離脱するとしており，その際に賃

借人の承諾は不要であるとしている。また，この場合において，賃貸人たる

地位を旧所有者に留保する旨の合意の効力については，これを否定する判例

がある。さらに，この場合の賃貸人たる地位の承継を新所有者が賃借人に対

して主張するための要件について，判例は，新所有者が不動産の登記を備え

る必要があるとしている。 

これらの法律関係について民法は具体的な規定を置いていないことから，

以上のような判例法理を条文上明確にすべきであるとの考え方が提示され

ているが，どのように考えるか。 
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（補足説明） 

１ 賃貸人たる地位の承継 

不動産賃貸借が対抗要件を備えた後に目的不動産の所有権が移転した場合に

は，従来の賃貸人（旧所有者）との間の賃貸借関係も新所有者との間に移転し，

従来の賃貸人は賃貸借関係から離脱するとされている（大判大正１０年５月３０

日民録２７輯１０１３頁，最判昭和３９年８月２８日民集１８巻７号１３５４頁

等）。その根拠としては，民法第６０５条の「賃貸借は，･･･その後その不動産に

ついて物権を取得した者に対しても，その効力を生ずる」という文言が挙げられ

ている。学説も，このような判例の結論を支持しており，賃貸借関係が賃貸目的

物の所有権と結合する一種の状態債務関係として所有権とともに移転するなど

の説明がされている。 

このように賃貸人たる地位が新所有者に移転し，従前の所有者が賃貸借関係か

ら離脱するとした場合に，賃貸人も賃借人に対して目的物を使用収益させる債務

を負う立場にあることから，賃借人の承諾の要否が問題となり得る。 

この点について，判例は「土地の賃貸借契約における賃貸人の地位の譲渡は，

賃貸人の義務の移転を伴なうものではあるけれども，賃貸人の義務は賃貸人が何

ぴとであるかによって履行方法が特に異なるわけのものではなく，また，土地所

有権の移転があったときに新所有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃

借人にとつて有利であるというのを妨げないから，一般の債務の引受の場合と異

なり，特段の事情のある場合を除き，新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利

義務を承継するには，賃借人の承諾を必要とせず，旧所有者と新所有者間の契約

をもつてこれをなすことができると解するのが相当である」としている（最判昭

和４６年４月２３日民集２５巻３号３８８頁）。また，学説も，賃貸人の債務は

実際上は個人的な色彩を有さず，目的物の所有者であることによってほぼ履行す

ることができること，賃借人にとっても譲受人が賃貸人の地位を承継してくれる

方が有利であること等を指摘して，賃借人の承諾を不要とする見解が一般的であ

るとされている。 

以上を踏まえ，確立した判例法理の明文化を図る観点から，不動産賃貸借が対

抗力を備えた後に目的不動産の所有権が移転した場合には，新所有者が賃貸人の

地位を承継することや，その際に賃借人の承諾は不要であることを，条文上明記

すべきであるとの考え方が提示されているが，どのように考えるか。 

２ 賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨の合意の効力 

旧所有者と新所有者との間で目的不動産の所有権のみを移転し，賃貸人たる地

位については旧所有者に留保するとの合意をした場合に,このような合意が有効

であるかが問題とされている。 

このような合意の効力を認め，賃貸人たる地位を留保したまま目的不動産の所

有権が移転されることを認めると，賃借人は，所有権を失った者との間に転貸借

と同様の関係を有することとなり，従前よりも不利な地位に立たされることにな

る。そのため，判例は，旧借家法の適用がある賃貸借の事例について，このよう
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な合意は無効であるとの判断（大判昭和６年５月２３日法律新聞３２９０号１７

頁）や，賃貸人の地位を留保する合意があったとしても賃貸人の地位の移転を否

定する特段の事情には当たらず，賃貸人の地位は当然に新所有者に移転するとの

判断（最判平成１１年３月２５日判時１６７４号６１頁）を示している。 

そこで，賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨の合意は無効である旨を条文上

明記すべきであるという考え方が提示されている。 

もっとも，このような考え方に対しては,賃借人が目的不動産が譲渡されたこ

とを認識しつつ，その譲渡後も旧所有者を賃貸人とする法律関係を容認している

ような場合で，三者間の合意までは認められないという事例もあり得ることを指

摘して,上記のような合意を一律に無効とすべきではないとの批判もある。 

以上を踏まえ, 上記のような考え方について，どのように考えるか。 

３ 新所有者が承継した賃貸人の地位を主張するための要件 

目的不動産の所有権の移転により賃貸人たる地位が新所有者に承継されると

した場合に，新所有者が賃借人に対して権利行使をするための要件として，不動

産の登記を備える必要があるかが問題とされてきた。 

登記を必要とする見解としては，この場合の賃貸人たる地位は目的不動産の所

有権と結びついている以上，新所有者が賃貸人たる地位を主張することができる

かという問題は，不動産の所有権を主張することができるかという問題（民法第

１７７条）と重なるとしている（対抗問題構成説）。判例（大判昭和８年５月９

日民集１２巻１１２３頁，最判昭和４９年３月１９日民集２８巻２号３２５頁）

も，この見解を採るとされている。 

これに対し，新所有者が賃貸人たる地位を主張することができるかという問題

は，民法第１７７条の対抗問題とは異なるとする理解もある。このような理解に

立つ場合であっても，新所有者が賃貸人たる地位の承継を前提として賃借人に対

し積極的に権利主張をするためには所有権取得の登記を必要とするという見解

がある（資格要件説）。また，登記を備えているかどうかに関わりなく賃貸人た

る地位を主張することができるとする見解や，契約上の地位の移転についての一

般的な理解と同様に民法第４６７条を類推適用し，譲渡人から賃借人への通知又

は賃借人の承諾が必要であるとする見解もある。 

このような状況を踏まえ，判例の立場から，新所有者が賃貸人たる地位の移転

を賃借人に対抗するためには不動産の登記を備える必要があることを条文上明

記すべきであるという考え方が提示されているが，どのように考えるか。 

なお，新所有者が登記を備えていない場合であっても，賃借人の側から新所有

者を賃貸人と認め，賃料の支払などを行うことは可能とされている（最判昭和４

６年１２月３日判時６５５号２８頁）。 

 

（関連論点） 

１ 旧所有者に対する賃料の支払 

新所有者は不動産の登記を備えることにより賃借人に対して賃貸人たる地位
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を主張することができるものとした場合に，賃借人は，目的不動産の登記の移転

について一般的に関心を有してはいないため，賃貸人たる地位が承継されたこと

を知らずに旧所有者に賃料を支払うことも想定される。その場合には，債権の準

占有者に対する弁済（民法第４７８条）として賃借人の保護を図るという方策も

あるが，この場合における賃借人保護のルールを明確化する観点から，賃借人が

目的不動産の所有権の移転を知らずに旧所有者に対して賃料を支払った場合に

は，その支払を新所有者に対抗することができる旨の特則を設けるべきであると

の考え方が提示されている。 

このような考え方について，どのように考えるか。 

 

２ 対抗力ある不動産賃貸借以外の場合について 

目的不動産の所有権の移転に伴って当然に賃貸人の地位が移転する等の一連

の規定を設けるとする立法提案は，対抗力のある不動産賃貸借のみを対象とする

ものであるが，それ以外の動産賃貸借や，対抗力を備えていない不動産賃貸借の

場合であっても，目的物の譲渡当事者間で賃貸人たる地位の承継の合意がある場

合には，同様の規律を及ぼすべきであるという考え方がある。具体的には，①賃

貸人の地位の移転につき賃借人の承諾を要しないこと，②目的物の所有権移転の

対抗要件を備えた時から，賃借人に対して賃貸人たる地位を対抗することができ

ること，③目的物の所有権移転を知る前における旧所有者に対する賃料の支払は，

新所有者に対抗することができること等の規律について，準用規定を設けるとい

う考え方である。 

このような考え方について，どのように考えるか。 

 

ウ 敷金返還債務の承継 

目的不動産の所有権の移転に伴って賃貸人たる地位が新所有者に移転す

る場合において，賃借人から旧所有者に対して敷金が差し入れられていたと

きは，旧所有者の下での延滞賃料債務等に充当された後の残額の敷金返還債

務が当然に新所有者に承継されるとするのが判例・通説であるとされている。

そこで，これを条文上明記すべきであるという考え方が提示されているが，

どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲） 

民法第３１６条 賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受

けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。 

○ （賃貸借の更新の推定等） 

民法第６１９条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続

する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃

貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当
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事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 

２ 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の

満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。 

 

（補足説明） 

賃貸借の目的である不動産の所有権が移転し，これに伴って賃貸人たる地位が新

所有者に移転する場合において，賃借人が旧所有者に対して敷金を差し入れていた

ときは，その敷金の返還債務は当然に新所有者に承継されるとするのが判例（大判

昭和５年７月９日民集９巻８３９頁，大判昭和１８年５月１７日民集２２巻３７３

頁，最判昭和４４年７月１７日民集２３巻８号１６１０頁）・通説であるとされて

いる。その際に，敷金が差し入れられていることについて新所有者の認識の有無や，

不動産を譲り受けるに当たって新所有者が旧所有者から敷金相当額の補償を受け

ていたか否かは，問わないとされている。また，新所有者に承継される敷金の額は，

原則として賃借人から差し入れられた金額であるが，旧所有者に対する賃料の延滞

等がある場合には敷金から充当・清算がされ，その残額の返還債務が新所有者に承

継されるとされている（大判昭和５年７月９日民集９巻８３９頁，大判昭和１８年

５月１７日民集２２巻３７３頁，最判昭和４４年７月１７日民集２３巻８号１６１

０頁）。 

敷金返還債務が新所有者に当然に承継されることに賛成する立場は，①敷金は賃

貸借契約に基づく賃貸人の債権を担保するものであり，主たる契約関係である賃貸

人たる地位が移転すれば敷金も移転すると考えるべきであることや，②賃貸借契約

に基づき賃借人が負担する債務について，賃借人は差し引き計算されるとの期待を

有しており，賃借人の関与しない賃貸人の地位の移転によって賃借人の期待を奪う

べきでないことなどを理由としている。 

これに対して，敷金返還債務が当然に承継されることを否定する立場も示されて

いる。この立場は，①賃貸借契約と敷金設定契約は別の契約であること，②敷金の

承継を当然に認めると，譲受人が敷金の存在を知らない場合にまで賃貸借の終了時

に賃借人に対する敷金返還債務を負担させられてしまうこと，③賃借人の知らない

ところで敷金返還債務の債務者が変更されるのは債務者の保護の観点から問題で

あることなどを理由としている。 

このような状況を踏まえ，判例・通説に従い，差し入れられた敷金の有無や残額

についての新所有者の認識を問わず，新所有者が敷金返還債務を当然に承継するこ

とを条文上明確にすべきであるとの考え方が提示されているが，どのように考える

か。なお，旧所有者が敷金返還の負担を完全に免れることになるかどうかは，後記

（関連論点）において取り上げる。 

 

（関連論点） 敷金返還債務の承継と旧所有者の責任について 

敷金返還債務が当然に新所有者に承継されるとした場合に，旧所有者が一切の負

担を免れるとするとすると，新所有者の資産状況によって債権者（賃借人）が不利
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益を受ける可能性があるという問題が指摘されている。賃貸人の地位の承継につい

ては，賃貸人が負担する債務（主に目的物を利用させる債務）の属人性が希薄であ

ることなどを理由に，賃借人の承諾は不要であると解されているが，敷金返還債務

の承継については，必ずしも同様に考えることができないという指摘である。この

ような指摘を踏まえて，敷金返還債務が新所有者に承継される場合には，旧所有者

もその履行を担保する義務を負う旨の規定を設けるべきであるとの考え方がある。 

もっとも，この考え方に対しては，旧所有者は目的不動産の所有権を失った後も

長期間にわたり賃貸借をめぐる法律関係から解放されず，敷金返還を求められるリ

スクを負担することになるという不都合が指摘されている。 

以上を踏まえ，上記の考え方について，どのように考えるか。 

 

エ 賃借権に基づく妨害排除請求権 

賃貸借の目的物が不当な第三者によって占有された場合に，当該第三者を

排除する方法として，判例上，対抗要件を備えた不動産賃借権について賃借

人の妨害排除請求権が認めらている。 

そこで，このような判例法理を明文化すべきであるという考え方が提示さ

れているが，他方で，この問題は，まずは物権法における物権的請求権の規

定の在り方を検討した上で，その派生問題として検討されるべきものである

という指摘もあり得る。 

このような考え方について，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （不動産賃貸借の対抗力） 

民法第６０５条 不動産の賃貸借は，これを登記したときは，その後その不動産に

ついて物権を取得した者に対しても，その効力を生ずる。 

○ （占有の訴え） 

民法第１９７条 占有者は，次条から第二百二条までの規定に従い，占有の訴えを

提起することができる。他人のために占有をする者も，同様とする。 

○ （占有保持の訴え） 

民法第１９８条 占有者がその占有を妨害されたときは，占有保持の訴えにより，

その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 

○ （占有回収の訴え） 

民法第２００条 占有者がその占有を奪われたときは，占有回収の訴えにより，そ

の物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 

２ 占有回収の訴えは，占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することがで

きない。ただし，その承継人が侵奪の事実を知っていたときは，この限りでない。

○ （占有の訴えの提起期間） 

民法第２０１条 占有保持の訴えは，妨害の存する間又はその消滅した後一年以内

に提起しなければならない。ただし，工事により占有物に損害を生じた場合にお
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いて，その工事に着手した時から一年を経過し，又はその工事が完成したときは，

これを提起することができない。 

２ 占有保全の訴えは，妨害の危険の存する間は，提起することができる。この場

合において，工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは，前項ただし

書の規定を準用する。 

３ 占有回収の訴えは，占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

○ （債権者代位権） 

民法第４２３条 債権者は，自己の債権を保全するため，債務者に属する権利を行

使することができる。ただし，債務者の一身に専属する権利は，この限りでない。

２ 債権者は，その債権の期限が到来しない間は，裁判上の代位によらなければ，

前項の権利を行使することができない。ただし，保存行為は，この限りでない。 

 

（補足説明） 

賃借人の賃借物に対する占有状態が侵害された場合には，賃借人は，占有訴権（民

法第１９８条，第２００条）に基づき妨害排除等を求めることができる。しかしな

がら，この方法は賃借人が占有を得る前には行使することができず，また行使期間

に制限がある（同法第２０１条）。 

また，第三者が不動産の所有者との関係で正当な権原を有しない不法占拠者であ

る場合には，賃借人は所有者の妨害排除請求権を代位行使して自己への占有の移転

又は回復を求めることができるとされている（大判大正９年１１月１１日民録２６

巻１７０１頁）。もっともこの方法では，占有者が二重賃借人である場合には，所

有者との関係では適法な占有権原を有するため妨害排除請求権の代位行使するこ

とができないこととなる。 

そこで，賃借権そのものの対外的な効力として妨害排除請求権が認められないか

が問題とされ，判例は，土地の賃借権が二重に設定されたケースに関して，土地の

賃借権を第三者に対抗できる場合には，賃借権はいわゆる物権的効力を有し，その

後に物権を取得した者のほか賃借権を取得した者にも対抗することができるため，

劣後する賃借権に基づき地上建物を建てて土地を使用する第三者に対し建物の収

去と土地の明渡しを請求することができるとしている（最判昭和２８年１２月１８

日民集７巻１２号１５１５頁）。また，不法占拠者との関係についても，同様の判

断が示されている（最判昭和３０年４月５日民集９巻４号４３１頁）。 

このように，判例上，対抗力ある不動産の賃借権については妨害排除請求権が認

められていることから，その旨の明文規定を設けるべきであるとの考え方が提示さ

れている。 

もっとも，妨害排除請求権は，本来，物権の効力として認められるものであると

ころ（物権的請求権），物権法においてさえその明文を欠く状況の下で，賃借権に

基づく妨害排除請求権のみを明文化するのは困難であるとの指摘もあり得る。 

以上を踏まえて，上記の考え方について，どのように考えるか。 
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(2) 賃貸人の義務 

ア 賃貸人の修繕義務 

賃貸物の修繕に関して，民法第６０６条は賃貸人が修繕義務を負うとし

（同条第１項），賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは，

賃借人はこれを拒むことができないと規定している（同条第２項）。また，

賃貸人の修繕義務に関連して，賃借物が修繕を要する場合には，賃借人は，

賃貸人がそのことを知っている場合を除いて，遅滞なくその旨を賃貸人に通

知しなければならないとしている（同法第６１５条）。 

このような賃貸人の修繕義務に関しては，賃借人が民法第６１５条の通知

をしない場合の効果が明らかでないとして，賃貸人の修繕義務の不履行を理

由とする損害賠償額の決定に際して考慮されることや，通知の遅滞によって

賃貸人に損害が生じた場合には賃借人に賠償責任が生ずることを条文上明

記すべきであるとの考え方が提示されているが，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （賃貸物の修繕等） 

民法第６０６条 賃貸人は，賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

２ 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは，賃借人は，これを

拒むことができない。 

○ （賃借人の通知義務） 

民法第６１５条 賃借物が修繕を要し，又は賃借物について権利を主張する者があ

るときは，賃借人は，遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただ

し，賃貸人が既にこれを知っているときは，この限りでない。 

 

（補足説明） 

賃貸人は，目的物の修繕義務を負うこととされ（民法第６０６条１項），賃借人

も，賃借物が修繕を要する場合には，遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければな

らないこととされている（同法第６１５条）。賃借人に通知義務が課された理由は，

賃貸人は，通常，賃貸物の修繕が必要であることに気付く契機がなく，修繕が必要

な場合に賃借人が通知をせずに放置すれば，賃借物が荒廃して賃貸人は損害を被る

ことになるためであるなどと説明されている。 

賃借人がこの通知義務に違反した場合の効果について，民法は特別な規定を置い

ていないところ，まず，賃貸人の修繕義務違反が問題とされる場面では，債務不履

行に基づく賃貸人の損害賠償責任の額の算定に当たって，賃借人の通知義務の違反

が考慮されることになると解されている。このことは，損害賠償の範囲に関する一

般則から導くことが可能であるし，また，債権者の損害軽減義務（部会資料５－１

「第２ ５過失相殺（民法第４１８条）」）について新たに規定を設けるとすれば，

そこからも導かれるところであるが，確認のために，その旨を条文上明記すべきで

あるという考え方が提示されている。 
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他方，賃借人が通知義務に違反した場合には，賃借人が債務不履行に基づく損害

賠償義務を負うことがあり得る。契約上の義務として規定されている以上，賃借人

の義務違反によって賃貸人が損害を被った場合に，賃貸人が損害賠償を請求するこ

とができるのは当然のことであるが，修繕をめぐる法律関係は一般的には賃借人の

権利として説明されることが多いことから，この点についても確認のため，条文上

明記すべきであるとの考え方が提示されている。 

また，以上のように通知義務違反の効果を明記することと併せて，通知義務の要

件についても，単に「修繕を要するとき」ではなく，「修繕を要することを知った

とき」とすべきであるとの考え方が示されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

 

イ 賃貸物の修繕に関する賃借人の権利 

賃借人は，賃貸人の負担に属する必要費を支出した場合には，賃貸人に対

しその費用の償還を請求することできるとされているところ（民法第６０８

条）この規定は，賃借人が自ら必要な修繕をする権限があることを前提とし

ていると解されている。そこで，法律関係を明確化する観点から，そのよう

な賃借人の権限を条文上明記すべきであるとの考え方が提示されているが，

どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （賃借人の意思に反する保存行為） 

民法第６０７条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合にお

いて，そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは，

賃借人は，契約の解除をすることができる。 

○ （賃借人による費用の償還請求） 

民法第６０８条 賃借人は，賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出し

たときは，賃貸人に対し，直ちにその償還を請求することができる。 

２ 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは，賃貸人は，賃貸借の終了の

時に，第百九十六条第二項の規定に従い，その償還をしなければならない。ただ

し，裁判所は，賃貸人の請求により，その償還について相当の期限を許与するこ

とができる。 

 

（補足説明） 

賃借人が賃借物に関して支出した費用に関して，民法は，賃貸人の負担に属する

必要費については直ちに（同法第６０８条第１項），有益費については原則として

賃貸借の終了時に（同条第２項），賃貸人に対して償還請求をすることができる旨

を規定している。 

これらの規定は，一定の場合には，賃借人が自ら賃借物の維持管理に必要な修繕

を行うことができることを前提としていると解されている。そこで，このような法
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律関係を明確にする観点から，賃貸人が修繕義務（同法第６０６条）を履行しない

場合には，賃借人が自ら賃借物の修繕をすることができることを条文上明記すべき

であるという考え方が提示されている。 

このような考え方について，どのように考えるか。 

このほか，賃貸人の修繕義務に関連して，民法は，賃借人の意思に反して賃貸人

が保存行為をしようとする場合における賃借人の解除権について規定していると

ころ（同法第６０７条），この点については，賃借物の利用ができない場合におけ

る法律関係のうちの限定された場面だけを規定したものであるとして，より包括的

な規定を別途設けることを前提に（後記「４（２）賃借物が滅失した場合等におけ

る賃貸借の終了」参照），削除すべきであるという考え方が提示されているが，ど

のように考えるか。 

 

ウ 賃貸人の担保責任 

賃貸物の瑕疵についての賃貸人の担保責任については，売買の規定が準用

されており（民法第５５９条），実際上も基本的には売主の瑕疵担保責任と

同じ規律によることが適当であるとされている。しかし，瑕疵担保責任の期

間制限に関しては，賃貸借期間中は賃借人に対して賃貸物を使用収益させる

義務を負っているにもかかわらず，瑕疵担保責任のみ期間制限にかかるとす

ることは合理的ではないとして，期間制限に関する規定は賃貸借には準用さ

れないことを条文上明記すべきであるとの考え方が提示されている。 

このような考え方について，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （有償契約への準用）  

民法第５５９条 この節の規定は，売買以外の有償契約について準用する。ただし，

その有償契約の性質がこれを許さないときは，この限りでない。 

○ （地上権等がある場合等における売主の担保責任） 

民法第５６６条 売買の目的物が地上権，永小作権，地役権，留置権又は質権の目

的である場合において，買主がこれを知らず，かつ，そのために契約をした目的

を達することができないときは，買主は，契約の解除をすることができる。この

場合において，契約の解除をすることができないときは，損害賠償の請求のみを

することができる。 

２ 前項の規定は，売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存し

なかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準

用する。 

３ 前二項の場合において，契約の解除又は損害賠償の請求は，買主が事実を知っ

た時から一年以内にしなければならない。 

○ （売主の瑕疵担保責任） 

民法第５７０条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは，第五百六十六条の規
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定を準用する。ただし，強制競売の場合は，この限りでない。 

 

（補足説明） 

賃貸借は有償契約であるため，売買の規定が準用され（民法第５５９条），賃貸

人は，基本的に売主と同様の担保責任を負うこととされている。この売主の担保責

任に関する規定については見直しに向けた問題提起がされており（部会資料１５－

１「第２ 売買－売買の効力（担保責任）」），売買の規定を有償契約に準用する旨

の規定を維持する場合には，売主の担保責任の見直しに伴って，賃貸人の担保責任

も見直されることとしてよいかどうかが問題となる。 

この点については，売主の担保責任の規律の見直しの方向性とも関連するが，基

本的には，目的物の瑕疵に関する売主の担保責任の規定は，賃貸借に準用されて問

題はないとしつつ，短期期間制限の見直し（部会資料１５－１「第２ １(6)短期

期間制限の見直しの要否」）については，賃貸借の特性を踏まえた修正を行う必要

があるとの指摘がある。 

すなわち，瑕疵担保責任に基づく権利については，買主が事実を知った時から１

年以内に行使しなければならないという短期期間制限が設けられている（民法第５

７０条，第５６６条第３項）ところ，この期間制限については，現行規定を維持す

る考え方や，瑕疵担保責任に基づく権利についても消滅時効の一般原則を適用すれ

ば足りる（特別な短期期間制限の規定は不要である）とする考え方が示されており，

また，関連する瑕疵の通知に関して，買主が瑕疵を知ったときから合理的な期間内

にその瑕疵の存在を売主に通知しなければ目的物の瑕疵を理由とする各種権利を

失う旨の規定を設けるべきであるという考え方が示されている（部会資料１５－１

「第２ １(6)短期期間制限の見直しの要否」）。しかし，継続的な関係である賃貸

借において，賃貸人は目的物の引渡し後も契約期間中は目的物を賃借人に使用収益

させる義務を負っていることから，賃借人が一定の期間内に瑕疵に関する通知をし

なかったからといって，瑕疵に関する賃借人の権利が失われるとするのは合理的で

ないとの指摘がある。 

このような指摘を踏まえ，瑕疵に関する通知義務を前提として売主の担保責任を

制限する規定は，賃貸借に準用されないことを条文上明記すべきであるという考え

方が提示されている。 

これと同様の問題は，現在も，民法第５７０条が準用する同法第５６６条第３項

について，同法第５５９条により賃貸借に準用されるかどうかという形で生じ得る

ところであるが，判例・学説の状況は，必ずしも明らかでない。 

以上を踏まえ，上記の考え方について，どのように考えるか。 

 

(3) 賃借人の義務 

ア 賃料の支払義務（事情変更による増減額請求権） 

賃料の支払義務に関しては，契約締結後の事情変更によりその増額又は減
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額を図るべき必要性があることから，借地借家法や農地法において借賃等の

増減請求権の規定が設けられている。これに対して，より一般的に，契約を

締結した時点では想定されていなかった事態が生じた場合において，賃料額

を調整する仕組みを民法に設けるべきであるとの考え方が提示されている

が，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （減収による賃料の減額請求） 

民法第６０９条 収益を目的とする土地の賃借人は，不可抗力によって賃料より少

ない収益を得たときは，その収益の額に至るまで，賃料の減額を請求することが

できる。ただし，宅地の賃貸借については，この限りでない。 

○ （減収による解除） 

民法第６１０条 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続

き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。 

○ （賃料の支払時期） 

民法第６１４条 賃料は，動産，建物及び宅地については毎月末に，その他の土地

については毎年末に，支払わなければならない。ただし，収穫の季節があるもの

については，その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 

○ （借賃等の増額又は減額の請求権） 

農地法第２０条 借賃等（耕作の目的で農地につき賃借権又は地上権が設定されて

いる場合の借賃又は地代（その賃借権又は地上権の設定に付随して，農地以外の

土地についての賃借権若しくは地上権又は建物その他の工作物についての賃借権

が設定され，その借賃又は地代と農地の借賃又は地代とを分けることができない

場合には，その農地以外の土地又は工作物の借賃又は地代を含む。）及び農地につ

き永小作権が設定されている場合の小作料をいう。以下同じ。）の額が農産物の価

格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類

似の農地の借賃等の額に比較して不相当となつたときは，契約の条件にかかわら

ず，当事者は，将来に向かつて借賃等の額の増減を請求することができる。ただ

し，一定の期間借賃等の額を増加しない旨の特約があるときは，その定めに従う。

２ 借賃等の増額について当事者間に協議が調わないときは，その請求を受けた者

は，増額を正当とする裁判が確定するまでは，相当と認める額の借賃等を支払う

ことをもつて足りる。ただし，その裁判が確定した場合において，既に支払つた

額に不足があるときは，その不足額に年十パーセントの割合による支払期後の利

息を付してこれを支払わなければならない。 

３ 借賃等の減額について当事者間に協議が調わないときは，その請求を受けた者

は，減額を正当とする裁判が確定するまでは，相当と認める額の借賃等の支払を

請求することができる。ただし，その裁判が確定した場合において，既に支払を

受けた額が正当とされた借賃等の額を超えるときは，その超過額に年十パーセン

トの割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。 
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○ （地代等増減請求権） 

借地借家法第１１条 地代又は土地の借賃（以下この条及び次条において「地代等」

という。）が，土地に対する租税その他の公課の増減により，土地の価格の上昇若

しくは低下その他の経済事情の変動により，又は近傍類似の土地の地代等に比較

して不相当となったときは，契約の条件にかかわらず，当事者は，将来に向かっ

て地代等の額の増減を請求することができる。ただし，一定の期間地代等を増額

しない旨の特約がある場合には，その定めに従う。 

２ 地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは，その請求を受けた者

は，増額を正当とする裁判が確定するまでは，相当と認める額の地代等を支払う

ことをもって足りる。ただし，その裁判が確定した場合において，既に支払った

額に不足があるときは，その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付し

てこれを支払わなければならない。 

３ 地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは，その請求を受けた者

は，減額を正当とする裁判が確定するまでは，相当と認める額の地代等の支払を

請求することができる。ただし，その裁判が確定した場合において，既に支払を

受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは，その超過額に年一割の割合

による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。  

 

（補足説明） 

１ 民法は，収益を目的とする土地の賃貸借（宅地の賃貸借を除く。）について，

一定の事情変更があった場合における賃料の減額請求の規定を設けている（同法

第６０９条）。この規定は，主に農地の賃貸借を念頭に置いて，凶作の場合にお

ける小作料の減額を認めた規定であるとされているが，今日では，後述する農地

法上の借賃の増減請求権の存在により（同法第２０条），実質的に機能していな

いと言われている。 

他方，特に長期にわたる賃貸借契約においては，将来，事情の変更によって適

切な賃料が変わり得ることが想定されるものの，契約時点で見通しを立てて，適

正な賃料を定めることが困難であるとの指摘がある。そのため，将来，賃料の算

定の基礎となった事情に変化が生じた場合に備えて，合理的な賃料改定の仕組み

を設ける必要があるとの指摘がされている。 

特別法では，すでに借地借家法において，契約締結後の事情変更に応じて地代

等を増減額する仕組みが用意されている（同法第１１条，第３２条）。また，農

地法にも，これに類するものとしての借賃等の増額又は減額の請求権の規定が設

けられている（同法第２０条）。 

以上を踏まえ，民法上の一般的な制度として，賃料の増減額請求権について規

定を設けるべきであるという考え方が提示されている。もっとも，借地借家法上

の制度は生存権的な性格を有するため一定の強行法規性があると言われている

が，賃貸借一般を対象とする制度として導入する場合には，任意規定であること

を明示することが併せて提案されている（参考資料１[検討委員会試案]・３２２
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頁）。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

２ 他方で，民法第６０９条の賃料減額請求権の規定については，前述のように，

農地法第２０条の存在により今日では実質的に機能していないと言われており，

この規定及び関連する民法第６１０条の規定は削除すべきであるという考え方

が提示されているが，どのように考えるか。 

このほか，賃料の支払時期に関する同法第６１４条は，そのただし書において

農地の賃貸借（収穫の季節がある土地の賃貸借）のみに適用される規定を設けて

いるところ，このように専ら農地に適用される断片的な規定が民法上維持される

ことについては，疑問を呈する見解もある。同法第６１７条第２項も，これと同

様に農地の賃貸借（収穫の季節がある土地の賃貸借）のみに適用される規定であ

って，同様の疑問が呈せられている。 

 

イ 目的物の一部が利用できない場合の賃料の減額等 

民法第６１１条第１項は，賃借物の一部が「賃借人の過失によらないで」

「滅失したときに」「賃借人の請求によって」，賃料が減額されることを規定

している。 

これに対して，賃料は賃借物の使用収益の対価である以上，使用収益の可

能性がなければそれに対応する賃料債務も発生しないものとすべきである

と指摘して，目的物の一部の利用ができなくなった場合には，利用できなく

なった理由を問わず，利用できなくなった部分の割合に応じて賃料が当然に

減額されるものとすべきであるという考え方が提示されている。 

このような考え方について，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等）  

民法第６１１条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは，賃借

人は，その滅失した部分の割合に応じて，賃料の減額を請求することができる。 

２ 前項の場合において，残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達する

ことができないときは，賃借人は，契約の解除をすることができる。 

 

（補足説明） 

１ 現在の状況（民法第６１１条第１項等） 

賃借物を利用することができない場合の賃料の取扱いについて，民法は，賃借

物の一部が賃借人の過失によらないで滅失した場合に，賃借人が滅失した部分の

割合に応じて賃料の減額を請求することができるとしている（同法第６１１条第

１項）。 

この規定は，賃借物の一部が賃借人の過失によらずに滅失した場合において，

それが当事者双方の責めに帰すことができない事由によって生じた場合には，危
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険負担の規定によれば滅失部分に相当する額の賃料債務が当然に消滅するとこ

ろ（民法第５３６条第１項），賃借人の請求をまって減額されることとしたもの

と説明されている。他方，賃貸人の責めに帰すべき事由によって一部滅失が生じ

た場合にも同法第６１１条が適用されるか否かについては，見解が分かれている。

また，賃貸人が修繕義務を履行しないため一部の使用収益ができない場合につい

ても，同条を類推適用して賃借人は使用収益の不完全な割合に応じて賃料の減額

請求権を取得するものとする見解がある一方で，使用収益ができなくなっている

のに請求をしなければ減額されないのは合理的とはいえず，当然に減額されると

すべきであるとの見解もある。 

２ 立法提案 

民法第６１１条のように目的物の一部滅失の場合だけでなく，広く目的物の一

部の利用ができなくなっている場合を対象とし，かつ，利用できなくなった理由

を問わないで，利用できなくなった部分の割合に応じた額の賃料債権は当然に生

じないものとすべきであるという考え方が提示されている。賃料債務は，使用収

益の可能性がある場合にそれに対応して生ずるものであり，目的物の一部が利用

できない場合にはそれに対応する対価も生じないと考え，賃借人の請求をまたず

に当然に減額されることとすべきであるという考え方である（参考資料１[検討

委員会試案]・３２３頁）。 

この考え方からは，賃貸人の義務違反によって賃借物の一部の利用ができない

場合には，その割合に応じて賃料債務が発生しないことはもちろん，なお損害が

ある場合には賃借人は損害賠償を請求することができるとされ，その旨を注意的

に規定すべきであるとされている。また，賃借人の義務違反によって賃借物の一

部の利用ができない場合にも，その割合に応じて賃料債務は生じないが，賃借人

の義務違反によって賃貸人に損害が生じた場合には，賃貸人は損害賠償を請求す

ることができるとされている。 

このような考え方について，どのように考えるか。 

 

（関連論点） 

１ 賃借物の一部が利用できない場合の賃借人の解除権 

民法第６１１条第２項は，賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失した

場合（同条第１項参照）において，残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目

的を達することができないときは，賃借人は契約の解除をすることができるとし

ている。しかしながら，賃料は使用収益の対価であって，その可能性がなければ

賃料債務も発生しないものとすべきであるとして，賃借物の一部の滅失に限らず，

一部の利用ができなくなった場合に，その理由を問わないで，当然に賃料の減額

を認めるべきであるという立場からは，上記の解除権の要件についても，同様に

緩和すべきであるという考え方が提示されている。 

このような考え方について，どのように考えるか。 
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２ 目的物が一時的に利用できない場合の賃料の減額等 

目的物が一時的に利用できないという場合も，使用収益が一定の範囲で妨げら

れているという点で，目的物の一部が利用できない場合と同様であることから，

この場合にも，一時的に利用できなくなった理由を問わず，当然に賃料の減額を

認めるべきであり，かつ，契約の目的を達成することができない場合における賃

借人の解除権も認めるべきであるという考え方が提示されているが，どのように

考えるか。 

なお，民法第６０７条は，賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようと

するという限定された場面における賃借人の解除権について規定しているとこ

ろ，上記の考え方に立って，一時的に利用が妨げられた場合における包括的な解

除権の規定が設けられる場合には，同条を削除すべきであるという考え方が併せ

て提示されている（前記「（２）イ賃貸物の修繕に関する賃借人の権利」参照）。 

 

(4) 賃借権の譲渡及び転貸 

ア 賃借権の譲渡及び転貸の制限 

民法第６１２条は，賃借権の譲渡及び転貸をするためには，賃借人は賃貸

人の承諾を得なければならず（第１項），違反した場合には，賃貸人は契約

の解除をすることができるとしている（第２項）。 

 

 

 賃借権の譲渡 賃借権の転貸 

 

 

 

 

 

 

 

賃貸借関係 

譲 渡 

譲受人賃借人

賃貸人

賃貸借関係 

転 貸 

転借人賃借人

賃貸人

 

 

この解除権について，判例は「賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的

行為と認めるに足らない特段の事情がある場合」には，解除は認められない

としており（最判昭和２８年９月２５日民集７巻９号９７９頁等），学説上

も特段の異論は見られない。そこで，このように確立された判例法理は明文

化すべきであるという考え方が提示されている。また，この判例法理によっ

て解除が制限された場合の当事者の関係についても，適法な転貸借や賃借権

の譲渡がされたとみなすこととして，法律関係の明確化を図るべきであると

の考え方が提示されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 
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（参照・現行条文） 

○ （賃借権の譲渡及び転貸の制限） 

民法第６１２条 賃借人は，賃貸人の承諾を得なければ，その賃借権を譲り渡し，

又は賃借物を転貸することができない。 

２ 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたとき

は，賃貸人は，契約の解除をすることができる。  

 

（補足説明） 

１ 民法第６１２条の趣旨 

賃借権の譲渡とは，賃借人が賃貸人との間で有する賃貸借契約上の地位を譲受

人に移転し，自らは賃貸借関係から離脱することをいい，転貸とは，賃借人が賃

貸人との賃貸借関係を維持したまま，賃借物を転借人にまた貸しする行為をいう

とされている。 

賃貸借は当事者の信用に基づいて行われることや，賃借物の使用収益の方法に

は人によって差異があるとの考えから，賃借人は，賃貸人の承諾がなければ賃借

権の譲渡又は転貸をすることができないと定められている（民法第６１２条第１

項）。賃借人がこれに違反したときは，賃貸人は，契約を解除することができる

（同条第２項）。 

２ 判例による解除の制限 

このような賃借権の無断譲渡や無断転貸に基づく賃貸人の解除権について，判

例は，「賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段

の事情がある場合」には，解除は認められないとしている（最判昭和２８年９月

２５日民集７巻９号９７９頁）。 

判例で解除権が認められなかった事例として，①賃借地や賃借家屋で個人事業

を営んできた賃借人が法人組織になった場合，同居の親族間で借地上の建物の共

有持分が移転した場合など，形式上主体が変わっても実質的な利用主体に変化が

ない事例（最判昭和３８年１０月１５日民集１７巻９号１２０２頁，最判平成２

１年１１月２７日判時２０６６号４５頁など），②譲渡・転貸が一時的であるな

ど，義務違反の程度が軽微である場合（最判昭和３１年５月８日民集１０巻５号

４７５頁など）などがあるが，これらは，いずれも賃借人の行為に関して「背信

的行為と認めるに足りない特段の事情」の有無が問題とされている。また，この

ような判例に対して，学説上も特段の異論は見られない。 

このような状況を踏まえ，確立した判例法理を明文化すべきであるとの考え方

が提示されているが，どのように考えるか（参考資料１[検討委員会試案]・３２

４頁，参考資料２[研究会試案]・２０７頁）。 

３ 無断転貸等を理由とする解除が認められない場合の法律関係 

上記２のとおり，判例は，賃借人が賃貸人に無断で賃借権の譲渡や転貸をした

としても，それが背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には賃貸
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人は解除権を行使することができないとしているが，その場合に，無断譲渡・無

断転貸を受けた第三者と賃貸人との関係が問題となる。この点について，判例は，

第三者は転借権に基づく使用又は賃借権の譲受を賃貸人に対抗しうる等と述べ

るにとどまっている（最判昭和３６年４月２８日民集１５巻４号１２１１頁）。 

この点について，無断転貸等を理由とする解除が認められない場合は，適法な

転貸借等がされたものとみなすべきであるとの考え方が提示されているが（参考

資料１[検討委員会試案]・３２４頁），どのように考えるか。 

 

イ 適法な転貸借がされた場合の賃貸人と転借人との法律関係 

民法第６１３条は，適法な転貸借がされた場合には転借人が賃貸人に対し

て直接に義務を負うと定めているが，この規定のみでは，賃貸人と転借人と

の法律関係が明らかでない。この点について，学説や判例は，①転借人の基

本的な地位について，原賃貸借によって賃借人に与えられた権限の範囲内で，

転貸借に基づく権限を与えられ，その限度で賃貸人に対して使用収益の権限

を対抗することができること，②転借人が賃貸人に対して負う賃料債務の範

囲も，原賃貸借と転貸借のそれぞれの賃料債務の重なる限度であること，③

賃料の前払（民法第６１３条第１項後段）とは転貸借における賃料の弁済期

前における賃借人（転貸人）への支払をいうことなど，より具体的な解釈を

明らかにしてきた。そこで，このような学説・判例に基づき，賃貸人と転借

人との間の基本的な法律関係や直接請求権の内容を明らかとする明文規定

を設けるべきであるとの考え方が提示されているが，どのように考えるか。 

また，適法な転貸借がされた場合に，判例は，原賃貸借が合意解除された

場合であっても，転借人に対して原賃貸借の消滅を対抗することができない

とする一方で，賃借人の債務不履行によって原賃貸借が解除された場合には，

転借人は目的物を使用収益する権限を失うとしており，このような判例法理

について明文規定を設けるべきであるとの考え方が提示されているが，どの

ように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （転貸の効果） 

民法第６１３条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは，転借人は，賃貸人に対

して直接に義務を負う。この場合においては，賃料の前払をもって賃貸人に対抗

することができない。 

２ 前項の規定は，賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。 
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賃貸人と転借人の関係  

 

賃貸借関係 

（転貸） 

賃貸借関係 

（原賃貸借契約） 

 
転借人 賃借人 

 
賃貸人 

・原賃貸借契約の解除の効力 

・直接請求権の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足説明） 

１ 賃貸人と転借人との関係 

賃貸人と転借人との間には直接の契約関係はないから，本来であれば賃貸人と

転借人との間に直接の権利義務は生じない。しかし，適法に転貸借がされると，

以後は転借人が目的物を使用収益することになるから，賃貸人の利益を保護する

ため，民法第６１３条は，転借人は直接賃貸人に対して義務を負うとしている。

具体的には，賃料支払義務や目的物の返還義務などがあるとされている。しかし

ながら，「直接に義務を負う」というのみでは，賃貸人と転借人との間の法律関

係は明らかでない。そこで，学説・判例は，この点を解釈論によって明らかにし

てきており，これを条文上も明確にすべきであるという考え方が提示されている。 

具体的には，まず，転借人の基本的な地位は，原賃貸借によって賃借人に与え

られた権限の範囲内で，転貸借に基づく権限を与えられ，その限度で，目的物を

使用収益する権限を賃貸人に対抗することができるものであるとされている。 

次に，賃貸人の転借人に対する賃料支払請求権については，原賃貸借に基づく

賃借人の賃料よりも，転貸借に基づく転借人の賃料（転借料）の方が高いとして

も，賃貸人は自らの債権の額（賃料の額）までしか請求することができず（図１），

逆に，原賃貸借の賃料の方が転借料よりも高いとしても，転借人が負う債務（転

借料の額）の範囲までしか請求することができない（図２）とされている。 

 

 

 

 60



 

 【図１】賃料 ＞ 転借料の場合 【図２】賃料 ＜ 転借料の場合 

 

 賃貸人 賃貸人
 

 

 

 

 

 

 

また，転借人は，賃借人に対して賃料を前払していたとしても，賃貸人からの

賃料請求に対してその事実を対抗することができないとされている（民法第６１

３条１項後段）。この「前払」の意義について，判例（大判昭和７年１０月８日

民集１１巻１９０１頁）・通説は，転貸借における弁済期が基準となり，それよ

りも前に払ったものを指すとしている。これは，賃貸人が直接請求権を有するこ

とによって転借人に対し不利益を与えるべきではないことなどが理由であると

されている。 

このような判例・学説に基づき，賃貸人と転借人との間の基本的な法律関係や

賃貸人が転借人に対して取得する直接請求権の内容を明らかとする明文規定を

設けるべきであるとの考え方が提示されているが，どのように考えるか。 

なお，賃貸人の直接請求権については，立法論として疑問も提起されてきた。

とくに，賃借人（転貸人）が賃貸人に対して債務不履行に陥っているかどうかを

問わず賃貸人が転借人に賃料を請求できるという体裁になっている点について

は批判がある。規定の目的が賃貸人の賃借人に対する債権を保護することにある

のであれば，どのような要件で直接請求権を認めるべきかを，執行法制との整合

性も含め，改めて検討すべきであるとの考え方もあり得る。この点は，債権者代

位権制度の改正の帰すうともかかわる問題であるといえる。 

このほか，賃貸人の転借人に対する直接請求権の実効性を確保するため，賃貸

人が転借人に対して書面をもって賃料の支払請求をしたときは，その時以降に転

借人が賃借人に対してした賃料の支払を賃貸人に対抗することができないもの

とすべきであるという考え方も提示されているが，どのように考えるか。 

２ 原賃貸借の解除が転貸借関係に与える影響 

転貸借は，原賃貸借を基礎として成立しているため，原賃貸借が消滅すれば転

貸借はその存在の基礎を失うことになる。このため，判例は，原賃貸借が期間の

満了や賃借人の債務不履行に基づく解除によって消滅したときは，転借人は，賃

貸人に対して転貸借関係に基づく主張をすることができなくなるとしている（最

判昭和３６年１２月２１日民集１５巻１２号３２４３頁）。 

これに対し，原賃貸借が合意解除によって消滅した場合には，判例は，原賃貸

借の消滅を転借人に対抗することはできないとしている（大判昭和９年３月７日

賃借人 転借人

転借料 

（２００）

賃料 

（１００） 

直接請求 

（１００）

賃借人 転借人

直接請求 

（１００）賃料 

（２００）

転借料 

（１００） 
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民集１３巻２７８頁）。これは，権利の放棄も正当に成立した他人の権利を害す

る場合には許されないためであるなどと説明されている。 

このような判例法理のうち，原賃貸借の合意解除が転借人との関係では効力を

生じないことについて，これを条文上明記すべきであるとの考え方が提示されて

いる。他方，原賃貸借が債務不履行解除された場合については，判例法理をその

ままの形で承認するのではなく，転借人に対して賃借人の債務不履行状態を解消

させる機会を与える手続を定めるべきであるとの考え方や，特に規定を設けるべ

きでないという考え方が示されている。 

これらの考え方について，どのように考えるか。 

 

（比較法） 

613 条（転貸の効果）に関する比較法調査 

 

○ フランス 

  フランスにおいては、民法 1717 条によって、賃借権の譲渡および転貸については賃借人

が自由に行うことができ、また賃借人のこの権能については合意によって制限することが

できるとされている。ただし、住居および農地の賃貸借については、以上の原則が覆され

ている。すなわち、住居賃貸借に関しては、1948 年 9 月 1 日法律 78 条および 1989 年 7 月

6 日法律 8条において、賃借権の譲渡および転貸は原則として禁止されており、賃貸借契約

または賃貸人によって許可された場合にのみその権能が認められている。また、農地賃貸

借に関しても、賃借権の譲渡および転貸が原則として禁止されており（農地法L.411-35条）、

またその禁止は公序に基づくものであると説明されている（破毀院第三民事部 1997 年 3 月

5 日判決を参照のこと）。以上に対し、商事賃貸借に関しては賃借権の譲渡と転貸とで異な

った取扱いがなされており、賃借権の譲渡を禁ずる合意は無効とされているのに対し（商

法 L.145-16 条）、転貸は原則として禁止されている（商法 L.145-31 条）。 

 転貸の効果としては、所有者（原賃貸人）と転借人の間には契約関係がなく、所有者は

転借人に対して何の主張もできないのが原則であるが、民法 1753 条において、転借人は所

有者に対して差押えの時に負っている転借料の限度でのみ義務を負う旨規定されている。

この場合について、判例は、所有者は転借人に対し転借料の限度で直接訴権を認められて

いるものと解している（破毀院第三民事部 1997 年 2 月 19 日判決）。この直接訴権が認めら

れる場合を除き、所有者は転借人に対して義務の履行などを求めることはできず、不法行

為の要件が満たされる限りでその責任を追及できるに過ぎない。転借人の滅失・毀損につ

いては、転貸人が責任を負うことになる（1735 条）。これに対して、転借人は、所有者に

対して何らの主張もできない（破毀院第三民事部 1987 年 1 月 7 日判決）。転貸人のみが、

転借人に対して使用収益義務を負うことになる。 なお、商事賃貸借に関しては、所有者

（賃貸人）に対して賃貸借契約の更新を求める直接訴権が転借人に認められている（商法

L.145-32 条）。 

 

フランス民法 1717 条 
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(1) 賃借人は、その権能を禁止されなかった場合には、転貸する権利を有し、さらにそ

の賃借権を他の者に譲渡する権利も有する。 

(2) この権能は、全部または一部について禁止することができる。 

(3) この条項は、つねに厳格である。 

 フランス民法 1735 条 

賃借人は、その家の者または家屋転借人の行為から生じる毀損および滅失について義

務を負う。 

フランス民法 1753 条 

(1) 転借人は、差押えの時に負っている転借料の限度でのみ、所有者に対して義務を負

う。ただし、転借人は、〔賃料の〕前払いを対抗することができない。 

(2) あるいは賃貸借契約に定められる約定によって、あるいはその地の慣習の結果とし

て転借人が行う支払いは、〔賃料の〕前払いとはみなされない。 

 

○ ドイツ 

 ドイツでは、賃借人が賃借物を転貸するためには賃貸人の許可が必要とされており（民

法 540 条 1 項）、賃貸人の許可なくして転貸がなされたときは、賃貸人に即時の解約告知権

や損害賠償請求権などが認められる。 

  転貸は、転貸人と転借人の間で行われる真正の賃貸借契約であり、賃貸借契約上の権利・

義務を各当事者に生ぜしめるが、賃貸人と転借人の間には何らの契約関係も生ぜしめない。

そのため、転借人には賃貸人に対して担保責任を主張できず、原賃貸借契約上の保護範囲

にも入らない。他方、賃貸人は転借人が持ち込んだ物に対して賃貸人質権

(Vermieterpfandrecht,ドイツ民法第５６２条参照)を取得することもない。賃貸人に対す

る固有の占有権限は認められず、（主たる）賃貸借契約が終了した場合には、所有者たる賃

貸人は転借人に対し民法 985 条（所有権に基づく返還請求権）によって賃貸物の返還を求

めることができる（以上に関し、Dieter Medicus, Schuldrecht II: Besonderer Teil, 

13.Aufl. 2006, S.85; Volker Emmerich, Miete, in: Julius von Staudinger, J.von 

Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Eckpfeiler des Zivilrechts, 

Neubearbeitung 2008, S.653）。ただし、賃貸人は、所有権の有無にかかわらず、賃貸借関

係の終了後に転借人に対して賃貸物の返還を求める権利が民法 546 条 2 項によって認めら

れている。転借人に対する賃貸人の（契約上の）請求権が認められているのは以上の民法

546 条 2 項の場合のみであり、判例を含め、それ以外の場合についてそのような賃貸人の権

利は認められていない。そのため、転賃料に関する賃貸人の直接請求権なども認められて

いない。なお、実情としては、「とりわけ、原賃料と転賃料が同額である場合には、転借人

が転貸人ではなく賃貸人に直接、転賃料を支払うのは、何ら異常なことではない」とされ

ている。そもそも「転貸借が締結されるのは、収益拡大というよりは、経済的損失の縮小、

すなわち、転貸人が自ら支払わなければならない賃料の負担の一部を転貸借で填補しよう

という意図から締結されるのが通常である」(連邦通常裁判所2007年 10月 10日決定より)。

これに対して、転賃料の方が高額である場合はどうか。原賃貸借契約上、転貸の許可につ

き転貸プレミアムの支払が条件とされていたが、賃借人がこれを拒絶して賃貸人の許可な
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くして転貸がなされたケースにおいて、原賃料を上回る転賃料につき、その賃貸人が賃借

人に対して求めることができるかが争われた事件において、連邦通常裁判所(１９９５年１

２月１３日判決)は、賃貸人による返還請求を否定している。これに対して、この問題は許

可なくおこなわれた転貸借で得た利益の吐き出しの問題であり、これを無権限者の処分に

関する民法８１６条１項から導出できるとしてこれを肯定する有力説もある（この点につ

き、Wolfgang Fikentscher/Andreas Heinemann, Schuldrecht, 10.Aufl. 2006, S.519; 

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3: Scduldrecht Besobderer Teil 

I, 5.Aufl. 2009, §540 (Hans-Jürgen Bieber), Rn.21; Jendrek, in: Ermann Handkommentar: 

BGB, 12. Aufl. 2008, §540 Rn.12）。 

 なお、営業用転貸については、転借人保護の観点から、賃貸人・第三者(転借人)間に法定

の契約関係を成立させる規定がおかれている（５６５条１項１文）。 

 

ドイツ民法 540 条 

(1) 賃借人は、賃貸人の許可なく賃借物の使用を第三者に委ねること、とりわけその賃

借物をさらに賃貸することはできない。賃貸人が許可を拒絶したときは、賃借人は、

第三者の人格に関し重大な事由がない限り、法定の期間を定めて賃貸借関係につき特

別の解約告知をすることができる。 

(2) 賃貸人が第三者に使用を委ねるときは、委ねることに関する許可を賃貸人が与えた

場合であっても、賃借人は、使用に際して第三者に帰せしめられる過失について責任

を負わなければならない。 

ドイツ民法 546 条 

(1) 賃借人は、賃貸借関係の終了後に賃借物を返還する義務を負う。 

(2) 賃借人が第三者に賃借物の使用を委ねたときは、賃貸人は、賃貸借関係の終了後に

第三者に対してもその物の返還を求めることができる。 

 ドイツ民法５６５条 営業用転貸 

(1) 賃借人が賃貸借契約により賃借している住居を営業として第三者に居住目的で転

貸したときは、貸主は、賃貸借関係の終了に伴い、賃借人と第三者の間の賃貸借関係

上の権利を有し、義務を負うこととなる。賃貸人が新たに営業用転貸のための賃貸借

契約を締結したときは、賃借人が、従来の契約当事者にかわり、第三者との間の賃貸

借関係上の権利を有し、義務を負うこととなる。 

(2) 略 

(3) 第三者に不利に変更する合意は無効となる。 

 

＊ 補足：賃料債権の担保について 

１．住居賃貸借契約においては、賃貸人質権(Pfandrecht des Vermieters)が認められ

ている。 

（もっとも、実務的にはあまり重要な機能を果たしていないとの指摘もある） 

 

ドイツ民法 562 条 賃貸人質権の範囲 
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(1) 賃貸人は賃貸借関係から生ずる債権を保全するために、賃借人が持ち込んだ物

につき質権を取得する。当該質権は、質入れに適さない物には及ばない。 

(2) 将来生ずる損害賠償請求権および賃料債権のうち当該年度および次年度以降

生ずるものについては、質権を行使することはできない。 

ドイツ民法 562d 条 第三者の質権 

賃貸人質権に服する物が別の債権者のために質権を設定されているときは、質権

が成立した前年より前の賃料を保全する目的から質権を行使することはできない。

 

２．敷金の機能が重視されている。 

契約終了時のみならず、契約関係継続時から被保全債権が発生すれば貸主は敷金

から充当すること、そして借主に敷金の補充を請求することも認められている(ただ

し、争いあり。少なくとも営業用賃貸借では実務として確立しているとされる) 

＊ 敷金について、3ヶ月間の賃料を上限とする旨の規定(ドイツ民法 551 条)がある

 

４ 賃貸借の終了 

(1) 賃借物が滅失した場合等における賃貸借の終了 

民法は，賃借物が一部滅失した場合における賃料の減額請求等に関する規定

（同法第６１１条）を置いているが，賃借物の全部が滅失した場合に関しては

特段の規定を置いていない。 

このように賃借物の全部滅失により賃貸人の債務を履行することができな

くなった場合には，結論としては，賃借人の賃料債務も消滅し，賃貸借契約が

終了すると解されている。しかし，例えば，賃借人の責めに帰すべき事由によ

り賃借物が滅失した場合には，賃借人は損害賠償債務を負担し，かつ，賃料債

務も負担し続けることとなるように見える（同法第５３６条第２項）など，規

定上は不明確な状況にある。 

そこで，目的物の滅失によって賃貸人の債務を履行することができなくなっ

たときには賃貸借契約が終了することを条文上明記すべきであるとの考え方

が提示されているが，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （債務者の危険負担等） 

民法第５３６条 前二条に規定する場合を除き，当事者双方の責めに帰することが

できない事由によって債務を履行することができなくなったときは，債務者は，

反対給付を受ける権利を有しない。  

２ 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったと

きは，債務者は，反対給付を受ける権利を失わない。この場合において，自己の

債務を免れたことによって利益を得たときは，これを債権者に償還しなければな

らない。  
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○ （賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等） 

民法第６１１条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは，賃借

人は，その滅失した部分の割合に応じて，賃料の減額を請求することができる。 

２ 前項の場合において，残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達する

ことができないときは，賃借人は，契約の解除をすることができる。 

 

（補足説明） 

１ 現在の状況 

民法は，賃借物の一部が滅失した場合における賃料の減額請求等に関する規定

（同法第６１１条）を置いているが，賃借物の全部が滅失した場合に関しては，特

段の規定を置いていない。賃借物が滅失等によって利用不能になった場合における

当事者双方の債務の帰すうは，以下のようになると解されている。 

まず，①目的物の滅失が当事者双方の責めに帰することのできない事由によると

きは，賃貸人の債務が履行不能によって消滅するのに伴い，危険負担における債務

者主義（民法第５３６条１項）により，賃借人の賃料債務も消滅するとされている。 

次に，②賃貸人の責めに帰すべき事由により目的物が滅失したときは，賃貸人の

債務不履行責任が生ずるので，理論上は，賃貸人の債務は損害賠償債務（填補賠償）

として存続し，危険負担の問題とはならず，賃借人の賃料債務も存続することとな

りそうである。しかし，このような場合に賃借人が解除しない限り賃料債務を負担

し続けるとするのは煩雑であること等を考慮して，賃貸借においては，目的物の滅

失等により使用収益ができなくなればその対価としての賃料債務は発生しないと

解されている。したがって，この場合も，賃借人の賃料債務は消滅する。 

最後に，③賃借人の責めに帰すべき事由により目的物が滅失したときは，債権者

に帰責事由がある場合の危険負担（民法第５３６条第２項）の問題として，賃借人

の賃料債務は存続することになりそうである（同項前段）。しかし，賃借人が目的

物の滅失に関して損害賠償責任を負うことは当然としても，更に賃料債務を負担し

続けなければならないのかが問題とされ，結論としては，賃料債務は消滅すると解

されている。その理由については，賃料債務は一応存続するとした上で，賃貸人が

自己の債務を免れたことにより賃料相当額の利益を得ていると見て，賃貸人も賃料

相当額を賃借人に償還する債務を負う（同項後段）との解釈をし，結果的に賃料債

務が消滅すると説明するものがあり，また，②の場合と同様に，賃貸借の性質上，

目的物の滅失等により使用収益ができなくなればその対価としての賃料債務は発

生しないと説明するものがある。 

２ 立法提案 

以上から，目的物が滅失して賃貸人の債務を履行することができなくなった場合

には，結論としては，賃借人の賃料債務も消滅し，賃貸借契約は終了すると解され

ている。しかし，危険負担の適用によって賃料債務の帰すうを決めるという解決の

仕方は，上記③における民法第５３６条第２項後段を用いた理由付けに見られるよ

うに事態に適合的ではなく，また，無用の解釈問題を生ずる可能性があるなどと指
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摘されている。 

そこで，以上を踏まえ，目的物の滅失によって賃貸人の債務を履行することがで

きなくなった場合には賃貸借契約は終了することを条文上明記すべきであるとの

考え方が提示されている。この考え方は，仮に危険負担の制度を廃止する（解除に

よって対処する）という立法提案（部会資料５－１「第４，３債務不履行解除と危

険負担との関係」）が採用されたとしても，賃貸借においては，賃借人の解除をま

たないで契約を当然終了させるのが適当であるとしている。 

また，関連する提案として，例えば，他人物の賃貸借契約において所有者から目

的物の返還請求がされた場合のように，滅失以外の事由によって目的物の使用収益

ができなくなった場合にも，同様に賃貸借契約が終了することとすべきであるとの

考え方が提示されている。もっとも，この考え方に対しては，滅失以外の事由によ

って目的物の使用収益ができなくなる場面には様々な状況が考えられることを指

摘して，当然に終了する旨の規定を設けるべきではなく，仮に解除の要件として帰

責事由を不要とする立法提案（部会資料５－１「第３ ３「債務者の責めに帰する

ことができない事由」の要否（民法第５４３条）」）が採用されるとすれば，この場

合には賃借人の解除によって契約を終了させることとすべきであるとの考え方も

示されている（参考資料１[検討委員会試案]・３２８頁）。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

 

(2) 賃貸借終了時の原状回復 

賃貸借の終了時における借主の原状回復については，使用貸借についての

「借用物を原状に復して，これに附属させた物を収去することができる」とい

う簡略な規定（民法第５９８条）が賃貸借に準用されているのみであり（同法

第６１６条），原状回復義務と収去権との関係や原状回復の内容，程度などが

明らかでないとの指摘がされている。 

そこで，原状回復義務と収去権とを区別して両者の関係を明確に規定するほ

か，原状回復の範囲には通常損耗の部分が含まれないことを条文上明記すべき

であるなどの考え方が提示されているが，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （借主による収去） 

民法第５９８条 借主は，借用物を原状に復して，これに附属させた物を収去する

ことができる。 

○ （使用貸借の規定の準用） 

民法第６１６条 第五百九十四条第一項，第五百九十七条第一項及び第五百九十八

条の規定は，賃貸借について準用する。 

 

（補足説明） 

賃貸借の終了時における借主の原状回復等については，使用貸借についての「借用
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物を原状に復して，これに附属させた物を収去することができる」という規定（民法

第５９８条）が賃貸借に準用されているが（同法第６１６条），この規定は，賃借人

の原状回復義務と収去権とを簡略に定めるものであるため，両者の関係や原状回復の

内容・程度などが必ずしも明らかでないとの指摘がされている。 

この原状回復義務と収去権については，特に賃借物に物理的な増加がある場合にお

いて，賃貸人の費用償還義務（民法第６０８条）や付合（同法第２４２条）とも関連

して問題となる。この点について，まず，①分離することが物理的にも経済的にも容

易なもの（賃借人の持ち込んだ家具や照明器具など）は，依然として賃借人の所有物

であり，賃借人は収去義務を負う。次に，②分離することが物理的に不可能であるか，

又は経済的な損失が大きいもの（賃借人が張った壁紙や障子紙，賃借人の塗ったペン

キなど）は，付合によって賃貸人の所有物となり（同法第２４２条），賃貸人は同法

第６０８条の規定に従って必要費又は有益費の費用償還義務を負う。また，③これら

の中間のもの（土地の賃借人が作った石垣，花壇など）は，付合している可能性があ

るものの収去権の規定があるため，賃借人は，個別に賃貸人の同意を得ないで収去権

を行使することができ，また，収去権を行使しないで費用償還請求権を行使すること

もできると解されている。 

このような法律関係は，原状回復義務と収去権とをまとめて規定している民法第５

９８条の文言からは読み取りにくいことから，まず，これらを区別して規定を明確化

するとともに，附属させた物の分離に過分の費用がかかる場合には原状回復義務が及

ばず，費用償還の問題となることを明記すべきであるとの考え方が示されている（参

考資料１[検討委員会試案]・３２９頁）。 

また，原状回復義務の範囲に関しては，賃借人が社会生活上通常の使用をした場合

に生ずる賃借物件の劣化や価値の減少（通常損耗）の取扱いが，しばしば問題となる。

このような損耗が生ずることは，賃貸借契約の締結時に当然に予定されており，通常

は減価償却費や修繕費等の必要経費を折り込んで賃料の額が定められるものである

ことから，これが賃借人の原状回復義務に含まれるとすると賃借人に予期しない特別

の負担を課すことになるため，判例は，特約がある場合を除き原状回復義務には含ま

れないとしている（最判平成１７年１２月１６日民集２１８号１２３９頁）。そこで，

このような判例法理を条文上明確にすべきであるとの考え方が提示されている。さら

に，これに関連する提案として，賃貸人が事業者で，賃借人が消費者である場合には，

通常損耗分も賃借人の負担とする特約を無効とする旨の明文規定を設けるべきであ

るとの考え方も示されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

 

(3) 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限 

ア 用法違反による損害賠償請求権についての期間制限 

賃借人の用法違反による損害賠償請求権については，賃貸人・賃借人間の

債権債務関係が長く尾を引くことを防止するため，賃貸人が目的物の返還を

受けた時から１年以内に請求しなければならないとされている（民法第６２
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１条による同法第６００条の準用）。 

この規定は，賃貸人は所有者である以上自分の物については十分に知って

いることを前提とするものであるが，賃貸借期間中に賃借物に生じた事情に

ついては賃借人が把握すべきものであり，賃借物に生じた損害について賃貸

人が短期間で請求しなければならないとする合理性はないという指摘があ

る。これを踏まえて，用法違反による損害賠償請求権については，民法第６

２１条を削除した上で，賃貸人が目的物の返還を受けた時を消滅時効の起算

点（客観的起算点）としたり，目的物の返還から一定期間を経過するまでは

消滅時効が完成しないものとする等の特則を置くべきであるという考え方

が提示されている。 

また，これらの考え方を採った上で，特段の用法違反なく賃借物を返還し

賃貸借関係が終了したと信じている賃借人を保護するため，賃貸人が目的物

の損傷を知った場合には一定の期間内にその旨を賃借人に通知することを

義務付け，通知をしない場合には損害賠償等の請求をすることができないも

のとすべきであるとの考え方などが提示されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

 

（補足説明） 

１ 現在の状況 

賃借人は，契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い，賃借物の

使用及び収益をしなければならず（民法第６１６条による同法第５９４条の準

用），これに違反して損害が生じた場合には，賃貸人に対して損害を賠償しなけ

ればならない。このような賃借人の用法違反による損害賠償請求権については，

賃貸人が目的物の返還を受けた時から１年以内に請求しなければならないとさ

れている（民法第６２１条による同法第６００条の準用）。これは，賃貸人は所

有者である以上自分の物については熟知しており，返却された賃借物に用法違反

によって損害が生じていれば短期間のうちに賃借人に対して損害賠償請求をす

べき立場にあるという理解を前提として，賃貸人・賃借人間の債権債務関係が長

く尾を引くことを防止し，賃貸借終了後早期に問題を処理する趣旨であるとされ

ている。また，この期間制限の性質について，判例・通説は，時効によって消滅

するとの文言が使われていないことなどから除斥期間であるとしている。 

上記のような現行法における取扱いに対しては，賃貸人が所有者であるからと

いって，自分の物について熟知しているとは限らず，特に長期にわたる賃貸借で

はその期間中に目的物に生じた事情を知ることは困難であって，そのような事情

はむしろ賃借人が把握すべき立場にあるから，賃貸人に対して短期間のうちに損

害賠償請求をすべきことを期待するのは合理的でないとの問題が指摘されてい

る。 

また，長期にわたる賃貸借では，賃貸人が知らない間に時効が進行し，賃借物

が返還された時には既に損害賠償請求権の時効が完成していることがあり得る
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との問題も指摘されている。 

２ 立法提案 

(1) 賃貸人保護の方策 

以上のような問題の指摘を踏まえ，民法第６２１条を削除した上で，まず，

用法違反の使用収益により目的物に生じた損傷等を目的物の返還後に賃貸人

が知った場合には，消滅時効の起算点（客観的起算点）を目的物の返還時とす

べきであるという考え方が提示されている。 

また，このような損傷等が目的物の返還時に残っていた場合（賃貸期間中に

修繕が行われなかった場合等）には，その損傷等に関する損害賠償請求権につ

いては，目的物が返還されてから一定期間（例えば，１年）は時効が完成しな

いものとすべきであるという考え方も提示されている（参考資料１[検討委員

会試案]・３２９頁）。目的物が返還されていないことを時効の停止事由として

位置付けるものである。 

これらの考え方は，消滅時効の原則的な期間を短縮化することや，時効期間

の起算点として主観的起算点と客観的起算点の両者を採用する考え方を念頭

に置くものであるが，現在の消滅時効制度を前提としても理解可能なものであ

る。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

(2) 賃借人保護の方策 

上記の考え方は，使用貸借に関する民法第６００条を賃貸借に準用している

同法第６２１条を削除することを前提としているが，この規定は，用法違反な

く賃借物を引き渡して契約関係が終了したと信じていた賃借人が，長期間の経

過後に損害賠償請求を受けることがないようにして，契約関係が無事に終了し

たとの賃借人の期待を保護するものであった。このため，この規定を削除し，

かつ，消滅時効が完成しにくくなる方向の規定を設けることは，賃借人の期待

を不当に害することになるのではないかとの問題を指摘する立場もある。 

このような立場からは，上記(1)の考え方を採った上で，さらに，返還され

た賃借物に損傷等があることを知った賃貸人に対して，一定の期間（契約の性

質に従い合理的な期間）内に損傷等があることを賃借人に通知する義務を課し，

その通知をしなかった場合には損傷等について損害賠償請求や修補請求をす

ることができないものとすべきであるとの考え方が示されている。 

また，賃貸人が事業者である場合には，目的物に損傷等があることを知らな

かったとしても，損傷を知ることができた時から一定の期間（契約の性質に従

い合理的な期間）内に，上記の通知をすべきものとする特則を置くべきである

との考え方も示されている。 

もっとも，賃借人が損傷等の存在について知っていた場合には，賃借人に対

して保護すべき期待があるとは考えられないことから，これらの規律は適用さ

れないこととされている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 
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イ 費用償還請求権に関する期間制限 

賃借人の賃貸人に対する費用償還請求権についても，賃貸人が目的物の返

還を受けた時から１年以内に請求しなければならないとされている（民法第

６２１条による同法第６００条の準用）。しかし，民法上の他の費用償還請

求権と異なり，特に賃貸借における費用償還請求権についてのみ短期の期間

制限を設ける必要性・合理性はないとして，同法第６２１条の準用規定を削

除し，債権の消滅時効一般の規律に従うこととすべきであるとの考え方が提

示されているが，どのように考えるか。 

 

（補足説明） 

賃借物に関して賃借人が支出した必要費，有益費は，賃貸人に対して請求するこ

とができる（民法第６０８条）。この賃借人が有する費用償還請求権についても，

賃貸人が目的物の返還を受けた時から１年以内に請求しなければならないとされ

ている（同法第６２１条による同法第６００条の準用）。 

この期間制限の趣旨も，賃貸人・賃借人間の債権債務関係が長く尾を引くことを

防止し，賃貸借終了後早期に問題を処理する趣旨であるとされている。しかし，こ

の費用償還請求権は，民法に規定されているその他の費用償還請求権，例えば，占

有者の費用償還請求権（民法第１９６条），留置権者の費用償還請求権（同法第２

９９条），受任者の費用償還請求権（同法第６５０条）などと同じ性格であるとさ

れており，これらの費用償還請求権については期間制限の規定はなく一般的な消滅

時効の規定に従って消滅するとの扱いであるのに，賃借人の費用償還請求権につい

てのみ短期の期間制限を規定する必要性・合理性は乏しいとの指摘がある。 

そこで，民法第６００条を賃貸借に準用している同法第６２１条を削除し，債権

の消滅時効一般の規定によって処理することとすべきであるとの考え方が提示さ

れているが，どのように考えるか。 

 

第３ 使用貸借 

１ 総論 

使用貸借に関しては，後記２から４までにおいて取り上げた問題点が指摘され

ているが，このほか，使用貸借に関する規定の見直しに当たって，どのような点

に留意する必要があるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （使用貸借） 

民法第５９３条 使用貸借は，当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還

をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって，その効力を生ず

る。 

○ （借主による使用及び収益） 
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民法第５９４条 借主は，契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い，

その物の使用及び収益をしなければならない。 

２ 借主は，貸主の承諾を得なければ，第三者に借用物の使用又は収益をさせるこ

とができない。 

３ 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは，貸主は，契約の解

除をすることができる。 

○ （借用物の費用の負担） 

民法第５９５条 借主は，借用物の通常の必要費を負担する。 

２ 第五百八十三条第二項の規定は，前項の通常の必要費以外の費用について準用

する。 

○ （貸主の担保責任） 

民法第５９６条 第五百五十一条の規定は，使用貸借について準用する。 

○ （借用物の返還の時期） 

民法第５９７条 借主は，契約に定めた時期に，借用物の返還をしなければならな

い。 

２ 当事者が返還の時期を定めなかったときは，借主は，契約に定めた目的に従い

使用及び収益を終わった時に，返還をしなければならない。ただし，その使用及

び収益を終わる前であっても，使用及び収益をするのに足りる期間を経過したと

きは，貸主は，直ちに返還を請求することができる。 

３ 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは，貸主は，

いつでも返還を請求することができる。 

○ （借主による収去） 

民法第５９８条 借主は，借用物を原状に復して，これに附属させた物を収去する

ことができる。 

○ （借主の死亡による使用貸借の終了） 

民法第５９９条 使用貸借は，借主の死亡によって，その効力を失う。 

○ （損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限） 

民法第６００条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び

借主が支出した費用の償還は，貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなけ

ればならない。  

 

２ 使用貸借契約の成立 

使用貸借は，借主が貸主から目的物を受け取ることによって成立する要物契約

とされている（民法第５９３条）。これは，使用貸借が無償契約として恩恵的な

性格を有するためであるか，沿革によるものであるなどと説明されている。 

しかし，無償といっても，他の取引関係等を背景とする合理的な貸借の場合な

ど様々なものがあるため，一律に合意の拘束力を認めないのは合理的でないとの

指摘がされている。 

この指摘を踏まえ，使用貸借は合意によって成立する諾成契約とすべきである

 72



 

とした上で，合意の拘束力の個別的な調整を図る観点から，両当事者は，書面に

よる合意をもって排除しない限り目的物の引渡しまでは契約を解除することが

できるものとすべきであるなどの考え方が提示されているが，どのように考える

か。 

 

（参照・現行条文） 

○ （使用貸借）  

民法第５９３条 使用貸借は，当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還

をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって，その効力を生ず

る。 

 

（補足説明） 

１ 要物契約 

民法第５９３条は，使用貸借は「相手方からある物を受け取ることによって，その

効力を生ずる」と規定して，使用貸借を要物契約としている。したがって，使用貸借

をする旨を合意しただけで目的物が引き渡されていない段階では，使用貸借契約は成

立せず，借主が貸主に対して目的物引渡しの履行請求をすることはできない。 

このように使用貸借が要物契約とされている理由は，無償契約として恩恵的な性格

を有するためであるとか，沿革によるものであるなどの説明がされている。 

２ 立法提案 

使用貸借を要物契約とすることに対しては，借主が貸主との間で交わした合意を前

提として行動することも考えられため，一律に法的な拘束力を与える必要はないとは

言い切れないとの指摘がある。無償契約であるといっても，親族等の情義的な関係に

よるものだけでなく，他の取引関係等を背景とする合理的なものなど，様々なものが

あり得るので，目的物引渡しの履行強制を否定することが常に合理的とは言えないと

いう指摘である。 

このような指摘を踏まえ，合意によって使用貸借が成立する（諾成契約）とした上

で，その合意の拘束力を必要に応じて緩和するという制度設計に改めるべきであると

いう考え方が示されている。 

この場合における合意の拘束力の調整を図るための具体的な方法については，目的

物を引き渡すまでは各当事者が使用貸借契約を解除することができることとした上で，

書面による合意をもってこの引渡前解除権を排除することができるものとすることが

併せて提案されている。これは，同じ無償契約である贈与において，書面による贈与

に確定的な拘束力が与えられていること（民法第５５０条）と比較すると，それより

も拘束力が生ずる場合を限定的にした提案であるとされている。もっとも，この点に

ついては，贈与の場合と同様の取扱いでよいとする考え方も示されている。 

以上の考え方について，どのように考えるか。 

 

 73



 

３ 使用貸借の効力（貸主の担保責任） 

使用貸借に基づく貸主の義務としては，贈与者の担保責任の規定（民法第５５

１条）が準用されており（同法第５９６条），無償契約であるため原則として担

保責任を負わないこととしつつ，貸主が物の瑕疵等を知りながら借主に告げなか

った場合に限り担保責任を負うこととされている。 

このような貸主の担保責任については，贈与者の担保責任の見直しの方向性と

も関連するが，現在と同様に，贈与者の担保責任の規定に合わせるべきであると

の考え方がある一方で，使用貸借においては贈与と異なり種類物を目的とする場

合が想定されず，自らの所有物を無償でそのまま貸し与えることがほとんどであ

るとして，契約の趣旨等から積極的に基礎付けられる場合に限って貸主の担保責

任を認めるべきであるとの考え方も示されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （贈与者の担保責任） 

民法第５５１条 贈与者は，贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在につい

て，その責任を負わない。ただし，贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受

贈者に告げなかったときは，この限りでない。 

２ 負担付贈与については，贈与者は，その負担の限度において，売主と同じく担

保の責任を負う。 

○ （借主による使用及び収益） 

民法第５９４条 借主は，契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い，

その物の使用及び収益をしなければならない。 

２ 借主は，貸主の承諾を得なければ，第三者に借用物の使用又は収益をさせるこ

とができない。 

３ 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは，貸主は，契約の解

除をすることができる。 

○ （借用物の費用の負担） 

民法第５９５条 借主は，借用物の通常の必要費を負担する。 

２ 第五百八十三条第二項の規定は，前項の通常の必要費以外の費用について準用

する。 

○ （貸主の担保責任） 

民法第５９６条 第五百五十一条の規定は，使用貸借について準用する。 

 

（補足説明） 

使用貸借に基づく借主の義務については，①契約又は目的物の性質によって定まった

用法に従って使用収益をすべきこと（民法第５９４条第１項），②第三者に借用物の使

用収益をさせるには貸主の承諾を得なければならないこと（同条第２項，第３項），③

目的物の通常の必要費を負担しなければならないこと（同法第５９５条第１項）などが
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規定されている。また，貸主の義務については，贈与者の担保責任の規定（同法第５５

１条）を使用貸借について準用し，目的である物や権利の瑕疵や不存在について担保責

任を負わないことが原則であるが，貸主がその瑕疵や不存在を知りながら借主に告げな

かった場合には責任を負うこととしている（同法５９６条）。 

このうち，貸主の担保責任については，基本的には現在の規定と同様に，使用貸借の

無償性にかんがみ，仮に借用物が通常の使用収益に適さないものであったとしても貸主

は責任を負わないことを原則とすべきであるとされているものの，他方，目的物の瑕疵

等について貸主が知っていた場合でもその旨を借主に伝えさえすれば常に免責される

とするのは不合理であるなどの問題点が指摘されている。また，そもそも贈与者の担保

責任の規定については，見直しが検討されているところであり（部会資料１５－２「第

６，４ 贈与の担保責任（民法第５５１条第１項）」），この見直しの方向性に依存する

こととならざるを得ない。 

その上で，使用貸借における議論としては，現在と同様に，贈与者の担保責任の規定

に合わせるべきであるとの考え方がある一方で，贈与においては種類物を目的とする場

合が少なくないのに対し，使用貸借においては実際上自己の所有物を無償でそのまま貸

すことが想定されるとして，合意又は契約の趣旨から特に貸主が担保責任を負うことが

積極的に基礎付けられる場合に限って，そのような責任を認めるべきであるとの考え方

も示されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

 

（関連論点） 負担付使用貸借における貸主の責任 

民法第５９６条は，負担付贈与における贈与者の担保責任の規定（同法第５５１条第

２項）をも準用しており，負担付使用貸借の貸主は，「負担の限度において，売主と同

じく担保の責任を負う」こととされている。 

負担付贈与における贈与者の担保責任については，受贈者が受け取った物等の価値が

受贈者の負担の価値を下回った場合に，その差額分の負担の履行拒絶あるいは返還請求

が認められるものと解されており，その旨を条文上明確に規定すべきであるとの考え方

が提示されており（部会資料１５－２「第６，５(1)担保責任（民法第５５１条第２項）」），

負担付使用貸借についてもこれと同様とすべきであるとの考え方が示されている。負担

付使用貸借における貸主の責任について，負担付贈与の贈与者の担保責任と同様とする

という点では，現状を維持する考え方である。 

これに対して，負担付使用貸借は，負担の範囲内で賃貸借と同じ関係にあると考え，

負担の限度で賃貸人と同じ義務を負うこととすべきであるとの考え方も提示されてい

る。使用貸借の貸主は，借主の使用収益を妨げないという消極的な義務を負うにすぎず，

賃貸人のように目的物を使用収益に適した状態に置く積極的な義務はないとされてお

り，このような使用収益させる義務（具体的には，修繕義務や必要費の償還義務など）

を負担の範囲内で負うこととすべきであるという考え方である。 

 以上のような考え方について，どのように考えるか。 
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４ 使用貸借の終了 

(1) 使用貸借の終了事由 

民法第５９７条は，使用貸借における借用物の返還時期について，契約で返

還時期を定めたときはその時であること（同条第１項）等を定めているところ，

借主が目的物を返還しなければならないのは使用貸借関係が終了した時であ

るという観点から，使用貸借の存続期間や貸主の解除権を定める規定に整序す

べきであるとの考え方が提示されている。 

また，使用貸借の終了事由として，貸主に予期できなかった目的物を必要と

する事由が生じた場合や，貸主と借主との間の信頼関係が失われた場合におけ

る貸主の解除権を追加すべきであるとの考え方も提示されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○（借用物の返還の時期） 

民法第５９７条 借主は，契約に定めた時期に，借用物の返還をしなければならな

い。 

２ 当事者が返還の時期を定めなかったときは，借主は，契約に定めた目的に従い

使用及び収益を終わった時に，返還をしなければならない。ただし，その使用及

び収益を終わる前であっても，使用及び収益をするのに足りる期間を経過したと

きは，貸主は，直ちに返還を請求することができる。 

３ 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは，貸主は，

いつでも返還を請求することができる。 

○ （借主の死亡による使用貸借の終了） 

民法第５９９条 使用貸借は，借主の死亡によって，その効力を失う。 

 

（補足説明） 

１ 現行法上の終了事由 

民法第５９７条は，使用貸借の目的物返還に関して，①契約で返還時期を定めた

場合にはその時期に（同条第１項），②契約で返還時期を定めなかったが使用収益

の目的を定めた場合には，その目的に従い借主が使用収益を終えた時期に（同条第

２項本文），それぞれ借主は目的物を返還しなければならないとする。また，使用

貸借の貸主は，③契約で返還時期を定めなかったが使用収益の目的を定めた場合に

おいて，その目的に従い使用収益をするのに足りる期間を経過したとき（同条第２

項ただし書）や，④契約で返還時期も使用収益の目的も定めなかった場合にはいつ

でも（同条３項），目的物の返還を請求することができるとされている。 

これらの規定では，いずれも目的物の返還に焦点が当てられているが，目的物を

返還しなければならないのは使用貸借関係が終了した時であるという観点からの

分かりやすい整理として，①②は使用貸借の存続期間を定めるものに改め，③④は

貸主の解除権を定めるものに改めるべきであるとの考え方が示されているが，どの
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ように考えるか。 

２ 新たな終了事由 

使用貸借の無償性に照らして，特段の事情がある場合における使用貸借の終了事

由を新たに追加すべきであるとの提案がされている（参考資料１[検討委員会試

案]・３３７頁）。 

第１に，貸主にとっての目的物の必要性を理由とする解除権を設けるべきである

との考え方がある。具体的には，貸主にとって予期できない目的物の必要性が生じ

たことや，その必要性が借主の利用状況等に照らして使用貸借の終了を正当化する

に足りるものであることを要件とするという考え方である。 

第２に，当事者間の信頼関係が失われたことを理由とする解除権を設けるべきで

あるとの考え方がある。無償で使用させる契約の背後には貸主と借主との間に特殊

な関係があるとされていることから，このような使用貸借の基礎となる当事者間の

信頼関係が失われ，使用貸借を継続することが困難となったときに，貸主の解除権

を認めるべきであるという考え方である。この考え方については，贈与において示

されている受贈者の背信行為や忘恩行為等を理由とする撤回・解除の規定を設け

るという提案（部会資料１５－２「第６，７(1)背信行為，忘恩行為等を理由とす

る撤回・解除」）との関係に留意する必要がある。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

 

(2) 損害賠償請求権・費用償還請求権についての期間の制限 

借主の用法違反による損害賠償や，借主が支出した費用の償還は，賃主・借

主間の債権債務関係が長く尾を引くことを防止するため，貸主が目的物の返還

を受けた時から１年以内に請求しなければならないとされている（民法第６０

０条）。 

この損害賠償請求権及び費用償還請求権の期間制限については，同法第６０

０条が準用されている賃貸借（同法第６２１条）における議論と同様に（「第

１，４（３） 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限」参照），

同法第６００条を削除した上で，損害賠償請求権については，貸主が目的物の

返還を受けた時を消滅時効の起算点（客観的起算点）としたり，目的物の返還

から一定期間を経過するまでは消滅時効が完成しないものとしたりする等の

特則を置くべきであるという考え方が提示されている。 

このような考え方について，どのように考えるか。 

 

（参照・現行条文） 

○ （損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限） 

民法第６００条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び

借主が支出した費用の償還は，貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなけ

ればならない。 
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（補足説明） 

１ 現在の状況 

使用貸借の借主の用法違反による貸主の損害賠償請求権や，借主の費用償還請求

権については，貸主が目的物の返還を受けた時から１年以内に請求しなければなら

ないとされている（民法第６００条）。 

この規定は，賃貸借にも準用されており（同法第６２１条），賃貸借において指

摘されている問題がそのまま同法第６００条にも当てはまる（前記「第２，４（３） 

損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限」参照）。 

すなわち，損害賠償請求権に関しては，貸借期間中に目的物に生じた事情を貸主

が知ることは困難であって，貸主に対して短期間のうちに損害賠償請求をすべきこ

とを期待するのは合理的でないとの問題や，長期にわたる賃貸借では，賃貸人が知

らない間に時効が進行し，賃借物が返還された時には既に損害賠償請求権の時効が

完成していることがあり得るとの問題が指摘されている。 

また，費用償還請求権に関しては，民法に規定されているその他の費用償還請求

権（例えば，同法第１９６条，第２９９条，第６５０条等）などと区別して短期の

期間制限を設ける必要性・合理性に乏しいとの問題が指摘されている。 

２ 立法提案 

以上のような問題の指摘を踏まえ，民法第６００条を削除すべきであるという考

え方が提示されている。その上で，借主の用法違反による損害賠償請求権について

は，賃貸借におけるのと同様に（前記「第２，４（３） 損害賠償及び費用の償還

の請求権についての期間の制限」参照），貸主が目的物の返還を受けた時を消滅時

効の起算点（客観的起算点）としたり，目的物の返還から一定期間を経過するまで

は消滅時効が完成しないものとする等の特則を置くべきであるという考え方が提

示されている。 

以上のような考え方について，どのように考えるか。 

なお，賃貸借においては，民法第６００条（これを準用する同法第６２１条）の

削除に伴って，賃借物の引渡しにより契約関係が終了したと信じていた賃借人の保

護の方策も用意すべきであるという考え方が提示されていたが，無償契約である使

用貸借においては，このような借主保護の方策は必ずしも必要でないとされている。 
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